
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護

原

田

昌

和

第
一
章

は

じ

め

に

第
二
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
消
費
者
の
取
引
上
の
決
定
自
由

一

Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
保
護
目
的
と
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護

二

適
用
範
囲
︱
︱
取
引
行
為
概
念
の
採
用

三

許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
取
引
行
為

四

法

律

効

果

五

手
続
規
定
、
刑
罰
お
よ
び
過
料

第
三
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
行
為
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
上
の
扱
い

一

法
律
行
為
法
上
の
救
済
手
段

二

契
約
法
上
の
救
済
手
段

三

不
法
行
為
法
上
の
救
済
手
段

四

Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
理
由
と
す
る
消
費
者
の
一
般
的
契
約
解
消
権

五

小

括

第
四
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
協
働
関
係
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一

Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
の
有
す
る
独
自
の
機
能

二

義
務
の
高
度
化
の
必
要
性
︱
︱
乗
数
効
果

三

小

括

第
五
章

お
わ
り
に
︱
︱
日
本
法
へ
の
示
唆

一

特
定
商
取
引
法
の
行
為
規
制
の
概
要
︱
︱
と
く
に
訪
問
販
売
に
関
し
て

二

特
定
商
取
引
法
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
概
要

三

若
干
の
検
討
︱
︱
消
費
者
の
決
定
自
由
の
重
層
的
保
護
と
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
の
拡
張
に
つ
い
て

第
一
章

は

じ

め

に

ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
︵
以
下
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
を
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
し
、
た
と
え
ば
二
〇
〇
四
年
改
正
法
を
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と

表
記
す
る
︶
は
、
二
〇
〇
四
年
に
、
そ
れ
ま
で
一
〇
〇
年
近
く
効
力
を
有
し
て
い
た

(�
)

旧
法
を
大
き
く
改
正
し
て
、
成
立

(�
)

し
た
。
し
か
し

二
〇
〇
五
年
に
、
不
公
正
取
引
方
法

(�
)

指
令
が
出
さ
れ
、
し
か
も
同
指
令
が
、
そ
の
適
用
領
域
︱
︱
事
業
者
と
消
費
者
の
間
の
取
引
︱
︱

に
つ
き
完
全
平
準
化
︵
V
o
llh
a
rm
o
n
isie
ru
n
g
：
指
令
が
定
め
る
保
護
水
準
を
上
回
る
こ
と
も
下
回
る
こ
と
も
で
き
な
い
︶
を
要
求
し
た

(�
)

た
め
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
二
〇
〇
八
年

(�
)

改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
現
在
の
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
契
約
の
広
告
・
勧
誘
段
階
か
ら
履
行
段

階
ま
で
、
事
業
者
の
不
公
正
な
取
引
行
為
を
広
く
規
制
す
る
法
律
と
な
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の
不
公
正
な
取
引
行
為
に
つ
い
て
の
詳

細
な
例
示
構
成
要
件
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
望
ま
な
い
電
話
勧
誘
お
よ
び
通
信
取
引
か
ら
の
消
費

者
保
護
を
強
化
す
る
た
め
に
、﹁
不
当
な
電
話
勧
誘
の
抑
止
お
よ
び
特
別
な
販
売
様
式
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
改
善
の
た
め
の

(�
)

法
律
﹂
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が
可
決
さ
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
︵
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
表
記
す
る
︶
の
撤
回
権
に
関
連
す
る
諸
規
定
と
と
も
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
改
正
も
行
わ
れ

た
。現

行
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
消
費
者
の
保
護
を
保
護
目
的
と
し
て
明
示
し
、
と
く
に
消
費
者
の
取
引
上
の
決
定
自
由
が
不
公
正
性
判
断
の
重
要

な
評
価
視
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
、
詐
欺
・
強
迫
を
理
由
と
す
る
民
法
上

の
取
消
権
、
契
約
締
結
上
の
過
失
や
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
い
っ
た
民
法
上
の
救
済
手
段
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係

に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
誤
認
さ
せ
る
取
引
行
為
に
つ
い
て
定
め
る
Ｕ
Ｗ
Ｇ
五
条
の
基
準
を
契
約
締
結
上
の
過
失
の
判
断
基

準
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
義
務
の
基
準
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
い
う
点
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
問
題
を
、
と
く
に
勧
誘
・
交
渉
段
階
で
の
消
費
者
の
取
引

上
の
決
定
自
由
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
第
二
章
で
、
と
く
に
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
規
制
内
容
を
概
観
し
た
後
、
第

三
章
で
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
違
反
す
る
勧
誘
・
交
渉
方
法
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
契
約
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
そ
の
後
、
第
四
章
で
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
協
働
関
係
や
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
果
た
す
独
自
の
機
能
の
根
拠
な
ど
に
関
す
る
最
近
の

学
説
を
紹
介
し
、
第
五
章
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
対
し
て
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
。

︵
�
︶

一
九
〇
九
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
つ
い
て
は
、
角
田
美
穂
子
﹁
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法

仮
訳
﹂
亜
細
亜
法
学
三
七
巻
二
号
二
一
一
頁
︵
二
〇
〇
三
年
︶
を
参
照
。

︵
�
︶

二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
を
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
中
田
邦
博
﹁
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
の
新
た
な
展
開
︱
︱
新
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
立
命
館
法
学
二
九

八
号
二
五
〇
頁
︵
二
〇
〇
四
年
︶、
角
田
美
穂
子
﹁
欧
州
に
お
け
る
競
争
法
の
動
向
︱
︱
二
〇
〇
四
年
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
と
二
〇
〇
五
年
Ｅ
Ｕ
不
公
正
商
慣
行
指

令
︱
︱
﹂
ク
レ
ジ
ッ
ト
研
究
三
五
号
一
二
六
頁
︵
二
〇
〇
五
年
︶、
D
r.
F
rau
k
e
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
︵
ド
イ
ツ
知
的
財
産
法
研
究
会
訳
︶﹁
ド
イ
ツ
新
不
正
競
争
防
止

法
﹂
知
財
管
理
五
八
巻
五
号
六
四
九
頁
︵
二
〇
〇
八
年
：
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
,G
R
U
R
2004,713ff.の
翻
訳
︶、
寺
川
永
﹁
消
費
者
契
約
に
お
け
る
﹃
情
報
提
供
﹄、﹃
不

招
請
勧
誘
﹄
お
よ
び
﹃
適
合
性
の
原
則
﹄
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
法
制
度
﹂︵
財
︶
比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
・
潮
見
佳
男
編
﹃
諸
外
国
の
消
費
者
法
に
お
け
る
情
報
提
供
・

ドイツ不正競争防止法における消費者の決定自由の保護（原田昌和）
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不
招
請
勧
誘
・
適
合
性
の
原
則
﹄︵
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
︶
九
頁
・
一
九
頁
・
二
七
頁
・
一
七
一
頁
、
牧
山
嘉
道
・
森
山
義
子
﹁
不
正
競
争
防
止
に
関
す
る
各
国
の

法
制
度
～
一
二
カ
国
の
制
度
と
運
用
︵
第
一
六
回
︶
ド
イ
ツ
①
、︵
第
一
七
回
︶
ド
イ
ツ
②
～
﹂
国
際
商
事
法
務
三
七
巻
一
〇
号
一
三
四
九
頁
、
三
七
巻
一
一
号
一
四
九

七
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
を
参
照
。

︵
�
︶

二
〇
〇
五
年
五
月
一
一
日
付
の
、
域
内
市
場
で
の
事
業
者
と
消
費
者
の
間
の
商
取
引
に
お
け
る
不
公
正
な
取
引
方
法
、
お
よ
び
、
理
事
会
指
令

8
4
/
4
5
0
/
E
W
G
、

欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
97/7/E
G
、
98/27/E
G
、
2002/65/E
G
の
修
正
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
2005/29/E
G
。

同
指
令
を
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
平
田
健
治
﹁
Ｅ
Ｕ
契
約
法
と
消
費
者
保
護
︱
︱
二
〇
〇
四
年
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
通
知
と
二
〇
〇
五
年
の
不
公
正
取
引
手
段
指

令
︱
︱
﹂
阪
大
法
学
五
五
巻
二
号
五
七
九
頁
︵
二
〇
〇
五
年
︶、
角
田
・
前
掲
注
︵
�
︶
一
二
六
頁
、
寺
川
・
前
掲
注
︵
�
︶
七
頁
・
一
〇
頁
・
二
四
頁
・
二
二
七
頁
、

鹿
野
菜
穂
子
﹁
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
広
告
規
制
︱
︱
広
告
規
制
の
変
遷
と
Ｅ
Ｃ
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
概
要
︱
︱
﹂
現
代
消
費
者
法
第
六
号
二
〇
頁
︵
二
〇
一
〇
年
︶、
角

田
美
穂
子
﹁
Ｅ
Ｃ
不
公
正
取
引
方
法
指
令
を
め
ぐ
る
問
題
﹂
現
代
消
費
者
法
第
六
号
二
八
頁
︵
二
〇
一
〇
年
︶、
本
城
昇
﹃
不
公
正
な
消
費
者
取
引
の
規
制

米
国
・
Ｅ

Ｕ
・
韓
国
の
法
制
を
中
心
に
﹄
四
七
頁
以
下
︵
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
︶
な
ど
を
参
照
。

︵
�
︶

同
指
令
と
の
関
係
で
、
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
修
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
角
田
・
前
掲
注
︵
�
︶
一
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

な
お
、
完
全
平
準
化
の
結
果
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化
で
あ
る
限
り
、
同
指
令
と
調
和
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
両
者
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
裁
判
官
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
︵
K
öh
ler,
W
R
P
2009,
109︵
110︶︶。

︵
�
︶

二
〇
〇
八
年
改
正
の
紹
介
と
し
て
、
中
田
邦
博
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
広
告
規
制
︱
︱
二
〇
〇
八
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
改
正
の
意
義
︱
︱
﹂
現
代
消
費
者
法
第
六
号
四
一
頁
︵
二

〇
一
〇
年
︶、
原
田
昌
和
﹁
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
の
最
近
の
展
開
︱
︱
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
〇
九
年
改
正
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
現
代
消
費
者
法
第
七
号
七
六
頁
︵
二
〇

一
〇
年
︶、
本
城
・
前
掲
書
注
︵
�
︶
一
三
一
頁
以
下
も
参
照
。
条
文
訳
と
し
て
は
、
右
拙
稿
の
ほ
か
、
宗
田
貴
之
﹁
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
︵
翻
訳
︶﹂
財
団
法
人

比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
﹃
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
的
消
費
者
被
害
の
回
復
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
書
﹄
三
二
九
頁
以
下
︵
二

〇
一
〇
年
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.ca
a.g
o.jp
/
p
la
n
n
in
g
/
2
1
to
rim
a
to
m
e
/
1
9-0
3-0
3-0
1-g
e
r.p
d
f︶
を
参
照
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

K
lu
te,
N
JW

2010,
3280
を
参
照
。

︵
�
︶

B
G
B
l.
I
S
.
2413.
二
〇
〇
九
年
八
月
三
日
公
布
、
同
四
日
施
行
。
政
府
草
案
︵
B
T
-D
ru
ck
s.
16/10734︶
の
紹
介
と
し
て
、
渡
邉
斉
志
﹁
海
外
法
律
情
報

ド
イ

ツ

不
招
請
勧
誘
の
禁
止
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
四
号
五
九
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
。
施
行
直
後
の
同
法
の
解
説
と
し
て
、
K
öh
ler,
N
JW

2009,
2567
を
参
照
。

立教法学 第 82 号（2011)

278



第
二
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
消
費
者
の
取
引
上
の
決
定
自
由

現
行
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
四
章
お
よ
び
付
表
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
総
則
は
、
目
的
、
定
義
規
定
に
続
き
、
不
公
正
な
取
引
行
為

に
つ
い
て
の
構
成
要
件
を
、
第
二
章
法
律
効
果
は
、
差
止
請
求
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
な
ど
の
民
事
法
上
の
法
律
効
果
を
、
第
三
章
手

続
規
定
は
、
管
轄
や
調
停
所
な
ど
に
関
す
る
規
定
を
、
第
四
章
は
、
刑
罰
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
、
付
表

に
、
三
条
三
項
に
よ
り
常
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
三
〇
の
取
引
行
為
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
と
く
に
消
費
者
の
決
定
自

由
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
内
容
を
概
観
す
る
。

一

Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
保
護
目
的
と
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護

一
条
は
、﹁
本
法
は
、
競
争
事
業
者
、
消
費
者
、
お
よ
び
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
を
不
公
正
な
取
引
行
為
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
本
法
は
同
時
に
、
健
全
な
競
争
︵
u
n
v
erfälsch
ten
W
ettb
ew
erb
︶
に
関
す
る
公
共
の
利
益
を
も
保
護
す
る
﹂
と
定
め
る
。

こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
、
一
九
〇
九
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
不
正
競
争
防
止
法
は
、
当
初
、
競
争
者
保
護
法
と
し
て
構

想
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
公
共
の
利
益
や
消
費
者
保
護
も
、
目
的
と
し
て
承
認
さ
れ
、
そ
れ
が
本
条
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で

(D
)

あ
る
。

こ
の
三
つ
の
保
護
目
的
︵
S
ch
u
tz
z
w
e
ck
tria
s︶
の
重
要
部
分
を
構
成
す
る
の
が
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
で

(F
)

あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
三
条
二
項
に
明
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
立
法
者
も
、
一
条
に
関
し
て
、﹁
と
く
に
保
護
さ
れ
る
の
は
、

競
争
事
業
者
の
商
品
提
供
の
自
由
と
消
費
者
の
決
定
自
由
で

(G
)

あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
五
条
︵
誤
認
さ
せ
る
取
引
行
為
︶
や
五
ａ
条
︵
不

作
為
に
よ
る
誤
認
惹
起
︶
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
を
目
的
と
す
る
典
型
的
規
定
と
い

(

)

え
る
。
た
し
か
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
中
に
は
、

10

四
条
七
号
︵
競
争
事
業
者
の
評
価
の
毀
損
︶
・
八
号
︵
競
争
事
業
者
の
信
用
の
毀
損
︶
・
九
号
︵
商
品
や
役
務
の
模
倣
︶
・
一
〇
号
︵
競
争
事
業
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者
に
狙
い
を
定
め
た
妨
害
行
為
︶
、
六
条
六
号
︵
広
告
内
で
、
自
社
製
品
を
、
保
護
さ
れ
た
標
章
の
も
と
で
販
売
さ
れ
て
い
る
他
社
製
品
の
模
倣

品
で
あ
る
と
明
示
す
る
こ
と
︶
、
一
七
条
︵
秘
密
の
漏
洩
︶
、
一
八
条
︵
原
型
の
利
用
︶
な
ど
、
競
争
事
業
者
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す

る
規
定
や
、
七
条
︵
過
大
な
迷
惑
行
為
︶
の
よ
う
に
、
消
費
者
の
一
般
的
人
格
権
、
所
有
権
、
占
有
な
ど
の
保
護
を
︵
も
︶
目
的
と
す

る
規
定
も
あ
り
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
が
唯
一
の
評
価
基
準
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護

は
、
今
や
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
保
護
目
的
の
重
要
部
分
を
構
成
し
、
不
公
正
性
判
断
の
際
の
重
要
な
評
価
視
点
の
一
つ
と
な
っ
て

(

)

い
る
。

11

な
お
、
三
つ
の
保
護
目
的
が
並
列
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
は
、
事
業
者
間
︵
Ｂ
�
Ｂ
︶
の
ル
ー
ル
と
事
業
者
消
費
者
間
︵
Ｂ
�
Ｃ
︶
の

ル
ー
ル
と
を
統
合
的
に
規
律
す
る
と
い
う
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
者
間
︵
Ｂ
�
Ｂ
︶
の
ル
ー
ル
と
事

業
者
消
費
者
間
︵
Ｂ
�
Ｃ
︶
の
ル
ー
ル
を
別
個
に
規
律
す
る
不
公
正
取
引
方
法
指
令
と
は
異
な
り
、
条
文
上
特
別
の
断
り
の
な
い
限

り
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
ル
ー
ル
は
事
業
者
間
取
引
に
も
適
用
さ

(

)

れ
る
。

12

二

適
用
範
囲
︱
︱
取
引
行
為
概
念
の
採
用

二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
が
用
い
て
い
た
﹁
競
争
行
為
︵
W
e
ttb
e
w
e
rb
sh
a
n
d
lu
n
g
︶
﹂
概
念
に
代
え
て
、

﹁
取
引
行
為
︵
g
esch
äftlich
e
H
an
d
lu
n
g
︶
﹂
概
念
が
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
中
心
概
念
と
な
っ
た
。
従
来
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
競
争
行
為
﹂
概
念

は
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化
の
た
め
、
契
約
締
結
の
際
の
行
為
お
よ
び
締
結
後
の
行
為
も
含
む
よ
う
に
改
正
す
る
必
要
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
必
ず
し
も
競
争
行
為
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、﹁
取
引
行
為
﹂
概
念
が
採
用
さ

(

)

れ
た
。

13

二
〇
〇
八
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
二
条
一
項
一
号
は
、﹁
取
引
行
為
﹂
を
、﹁
自
己
ま
た
は
他
の
事
業
者
の
た
め
に
な
す
、
商
品
も
し
く
は
役
務
の

販
売
も
し
く
は
購
入
︵
B
e
z
u
g
︶
の
促
進
、
ま
た
は
商
品
も
し
く
は
役
務
に
関
す
る
契
約
の
締
結
も
し
く
は
履
行
と
客
観
的
に
関
連
の

あ
る
取
引
の
締
結
の
前
の
、
締
結
の
際
の
、
ま
た
は
締
結
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
い
う
﹂
と
定
義
し
て

(

)

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
販
売

14

や
購
買
の
促
進
で
は
な
く
、
単
に
契
約
の
締
結
お
よ
び
履
行
の
際
の
契
約
相
手
方
の
取
引
上
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
向
け
ら
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れ
た
行
為
態
様
も
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
と

(

)

な
り
、
従
来
以
上
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
の
競
合
が
問
題
と
な
る
場
面
が
増
え
る

15

こ
と
と
な
っ
た
。

本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
の
は
、
主
と
し
て
契
約
の
勧
誘
お
よ
び
締
結
段
階
で
の
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
で
あ
る
。

三

許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
取
引
行
為

⑴

一
般
条
項
︵
三
条
︶

⒜

不
公
正
な
取
引
方
法
に
関
す
る

(

)

三
条
の
一
般
条
項
は
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
に
合
わ
せ
て
、
一
項
か
ら
三
項
に
細
分
化
さ

16

れ
、
併
せ
て
末
尾
に
三
〇
項
目
に
及
(

)(

)

ぶ
付
表
が
設
け
ら
れ
た
。
取
引
行
為
の
不
公
正
性
の
判
断
は
以
下
の
よ
う
な
検
討
順
序
を
た

17

18

(

)

ど
る
。
ま
ず
、
三
項
に
よ
り
、
付
表
に
掲
げ
る
消
費
者
に
対
す
る
取
引
行
為
は
、
常
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
︵
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ

19
ッ
ク
リ
ス
ト
︶
。

次
に
、
付
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
の
他
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
一
項
の
基
準
に
基
づ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
取
引
行
為
が
、
不
公
正
で
あ
り
、
競
争
事
業
者
、
消
費
者
ま
た
は
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
の
利
益
を
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

る
程
度
︵
sp
ü
rb
a
r︶
に
侵
害
す
る
の
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
四
条
か
ら
六
条
は
、
三
条
一
項
の
例
示
で
あ

る
。さ

ら
に
、
一
項
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
消
費
者
に
対
す
る
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
二

項
の
基
準
に
基
づ
く
審
査
が
行
わ
れ
る
︵
受
け
皿
構
成
要
件
︶
。
こ
こ
で
は
、
取
引
行
為
が
、
消
費
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
不

公
正
で
あ
る
こ
と
、
事
業
者
に
つ
い
て
妥
当
す
る
専
門
的
な

(

)

注
意
に
合
致
し
な
い
こ
と
、
諸
情
報
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
す
消
費
者
の

20

能
力
を
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
に
侵
害
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
取
引
上
の
決
定
を
さ
せ

る
の
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
一
項
、
二
項
と
も
に
、
侵
害
す
る
の
に
﹁
足
り
る
も
の
﹂
で
足
り
る
と
さ
れ
て

ドイツ不正競争防止法における消費者の決定自由の保護（原田昌和）

281



お
り
、
予
防
的
保
護
が
意
図
さ
れ
て

(

)

い
る
。

21

ま
た
、
完
全
平
準
化
に
よ
り
、
本
法
を
通
じ
て
、
消
費
者
と
は
、
平
均
的
消
費
者
、
取
引
行
為
の
対
象
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
は
当

該
グ
ル
ー
プ
の
平
均
的
構
成
員
を
い
う
︵
不
公
正
取
引
方
法
指
令
五
条
二
項
ｂ
。
内
容
は
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
二
項
二
文
に
(

ａ
)

対
応
︶
。

21

⒝

三
条
の
前
身
は
、
二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ

(

)

一
条
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
競
争
行
為
が
良
俗
に
反
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て

22

い
た
。
良
俗
違
反
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、﹁
公
正
か
つ
正
当
に
思
考
す
る
全
て
の
者
の
礼
儀
感
情
﹂
が
従
来
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
二
〇
〇
四
年
改
正
の
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
不
公
正
概
念
に
つ
い
て
、
か
か
る
基
準
に
よ
ら
な
い
旨
を
明
ら
か

(

)

に
し
、

23

﹁
Ｕ
Ｗ
Ｇ
四
条
の
例
示
構
成
要
件
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
相
応
す
る
不
法
内
容
を
有
し
、
営
業
お
よ
び
商
業
に
お
け
る
礼
儀
に

か
な
っ
た
慣
行
に
反
す
る
競
争
行
為
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
の
意
味
で
不
公
正
と
な
り

(

)

う
る
﹂
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
後
、﹁
不
公
正
性
の

24

認
定
は
、
機
能
的
考
察
、
す
な
わ
ち
競
争
法
の
保
護
目
的
︵
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条
︶
に
準
拠
し
た
考
察
を
必
要
と
す
る
﹂
と
述
べ
る
に
い
た

(

)

っ
た
。

25Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
機
能
的
理
解
は
近
時
支
持
を
集
め
て
い
る
が
、
エ
メ
リ
ッ
ヒ
︵
V
olk
er
E
m
m
erich
︶
は
こ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す

る
。
す
な
わ
ち
、
不
公
正
概
念
の
具
体
化
の
た
め
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
シ
ス
テ
ム
は
、
競
争
行
為
の
不
公
正
性
の
判
断
に
関
す
る
基
準

が
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
全
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
健
全
な
競
争

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
競
争
行
為
が
不
公
正
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
健
全
な
競
争
シ
ス
テ
ム
の
適
法
性
お
よ

び
機
能
方
法
と
と
く
に
ひ
ど
い
形
で
合
致
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
介
入
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
ひ
ど
い
形
で
競
争
秩
序
を
侵
害
す

る
が
ゆ
え
で

(

)

あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
不
公
正
な
競
争
行
為
の
包
括
的
な
例
示
カ
タ
ロ
グ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け

26

れ
ば
な
ら
ず
、
一
般
条
項
へ
の
直
接
的
な
立
ち
戻
り
が
問
題
と
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
例
示
構
成
要
件
と
同
等
の
不
法
内
容
が
存
在
す
る

例
外
的
事
例
だ
け
で

(

)

あ
る
。

27

⒞

と
こ
ろ
で
、
比
較
的
最
近
ま
で
、
一
般
条
項
を
具
体
化
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
業
績
競
争
︵
L
eistu
n
g
sw
ettb
ew
erb
︶
と
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非
業
績
競
争
の
区
別
が
主
張
さ
れ
て

(

)

い
た
。
し
か
し
最
近
の
学
説
に
お
い
て
は
、
業
績
競
争
の
概
念
は
不
公
正
概
念
と
同
様
に
不
確
定

28

で
あ
り
、
伝
統
的
な
競
争
手
法
を
規
範
へ
と
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
新
的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
方
式
を
妨
害
す
る
誘
因
と
な
り
う

る
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
批
判
が

(

)

強
い
。

29

⑵

不
公
正
取
引
の
例
示
構
成
要
件
︵
四
条
か
ら
六
条
︶

三
条
一
項
の
不
公
正
概
念
は
、
四
条
か
ら
六
条
に
お
い
て
例
示
さ
れ
て
い
る
。

⒜

四
条
は
不
公
正
な
取
引
行
為
の
例
と
し
て
、
①
圧
力
の
行
使
、
人
間
の
尊
厳
を
損
な
う
よ
う
な
方
法
、
そ
の
他
不
相
当
で
事
柄

の
性
質
に
適
さ
な
い
影
響
に
よ
っ
て
、
消
費
者
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
の
に
足
り
る
取
引
行
為
︵
一
号
︶
、

②
消
費
者
の
精
神
的
ま
た
は
身
体
的
障
害
、
年
齢
、
取
引
上
の
無
経
験
、
軽
率
、
不
安
ま
た
は
強
制
状
態
を
利
用
す
る
の
に
足
り
る
取

引
行
為
︵
二
号
︶
、
③
取
引
行
為
の
広
告
的
性
格
を
隠
ぺ
い
す
る
行
為
︵
三
号
︶
、
④
値
引
き
、
景
品
ま
た
は
贈
答
品
の
よ
う
な
販
売
促

進
手
段
を
受
け
る
条
件
を
明
確
に
記
載
し
な
い
行
為
︵
四
号
︶
、
⑤
懸
賞
や
く
じ
引
き
の
参
加
条
件
を
明
確
に
記
載
し
な
い
行
為
︵
五

号
︶
、
⑥
消
費
者
の
懸
賞
や
く
じ
引
き
へ
の
参
加
を
商
品
や
役
務
の
取
得
に
か
か
ら
せ
る
行
為

(

ａ
)

(六
号
︶
、
⑦
競
争
事
業
者
の
評
価
を
低

29

下
さ
せ
、
ま
た
は
誹
謗
す
る
行
為
︵
七
号
︶
、
⑧
競
争
事
業
者
の
信
用
を
毀
損
す
る
に
足
り
る
事
実
を
主
張
ま
た
は
流
布
す
る
行
為

︵
八
号
︶
、
⑨
競
争
事
業
者
の
商
品
や
役
務
を
模
倣
し
て
、
経
営
上
の
出
所
に
関
す
る
顧
客
の
誤
認
を
惹
起
し
、
ま
た
は
、
模
倣
さ
れ
た

商
品
や
役
務
の
評
価
を
利
用
も
し
く
は
侵
害
す
る
行
為
︵
九
号
︶
、
⑩
競
争
事
業
者
に
狙
い
を
定
め
た
妨
害
行
為
︵
ボ
イ
コ
ッ
ト
な
ど
。

一
〇
号
︶
、
⑪
市
場
参
加
者
の
利
益
の
た
め
に
市
場
行
為
を
規
律
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
す
る
法
律
上
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
︵
一

(

)

一
号
︶
、
を
挙
げ
て
い
る
。

30と
こ
ろ
で
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
は
、
不
公
正
な
取
引
方
法
を
、
意
思
決
定
へ
の
影
響
の
仕
方
に
対
応
し
て
、
誤
認
さ
せ
る
取
引

方
法
︵
同
指
令
六
条
お
よ
び
七
条
。
判
断
の
基
礎
と
な
る
情
報
の
収
集
を
害
す
る
︶
と
攻
撃
的
取
引
方
法
︵
同
指
令
八
条
お
よ
び
九
条
。
判
断

過
程
そ
の
も
の
を
害
す
る
︶
と
に
分
け
て
い
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
誤
認
さ
せ
る
取
引
方
法
に
関
し
て
は
、
右
指
令
に
対
応
し
た
詳
細
な
規
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定
を
置
く
一
方
で
︵
五
条
お
よ
び
五
ａ
条
を
参
照
︶
、
攻
撃
的
取
引
方
法
に
関
し
て
は
、
四
条
一
号
お
よ
び
二
号
で
対
応
で
き
る
と
の
認

識
の
も
と
に
、
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
な
い
た
め
、
右
両
号
の
解
釈
の
際
に
は
不
公
正
取
引
方
法
指
令
に
立
ち
戻
る
必
要
性
が
大
き

い
。
不
公
正
取
引
方
法
指
令
は
、
攻
撃
的
取
引
方
法
に
つ
い
て
、
付
表
Ⅰ
二
四
号
以
下
に
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
定
め
る
と
と
も
に
、
八

条
お
よ
び
九
条
に
お
い
て
、
判
断
の
枠
組
み
や
要
素
を
詳
細
に
定
め
て

(

)

い
る
。

31

⒝

五
条
は
、
誤
認
を
惹
起
す
る
取
引
行
為
︵
作
為
︶
を
不
公
正
と
し
て
い
る
。
本
条
で
は
、
誤
認
惹
起
的
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

際
の
要
素
が
か
な
り
詳
細
に
挙
げ
ら
れ
て

(

)

い
る
。

32

不
作
為
に
よ
る
誤
認
惹
起
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
は
、
五
条
二
項
二
文
に
簡
単
な
規
定
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た

が
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に
お
い
て
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
七
条
に
合
わ
せ
て
、
五
ａ
条
が
お
か
れ
、
規
制
が
拡
充
さ

(

)

れ
た
。

33

⒞

六
条
に
は
、
比
較
広
告
の
定
義
︵
一
項
︶
と
と
も
に
、
比
較
広
告
が
不
公
正
と
さ
れ
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵

(

)

二
項
︶
。
本

34

条
は
、﹁
誤
認
広
告
お
よ
び
比
較
広
告
に
関
す
る
指
令
︵

E
C
︶
﹂
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
規
範
目
的
に
つ
い
て
、

2006/114/

同
指
令
の
考
慮
理
由
六
は
、
比
較
広
告
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
平
準
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
比
較
可
能
な
製
品
の
長
所
を
明
示
し
、
商
品
お

よ
び
役
務
の
提
供
者
間
の
競
争
を
消
費
者
の
利
益
の
た
め
に
促
進
し
う
る
と
し
、
ま
た
、
考
慮
理
由
九
で
は
、
ど
の
よ
う
な
比
較
広
告

実
務
が
競
争
を
ゆ
が
め
、
競
争
事
業
者
を
害
し
、
消
費
者
の
決
定
に
消
極
的
な
影
響
を
与
え
う
る
の
か
と
い
う
観
点
に
関
す
る
限
り
に

お
い
て
、
許
さ
れ
る
比
較
広
告
の
条
件
が
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
六
条
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
諸
利
益
の

保
護
が
規
範
目
的
と
な
っ
て

(

)

い
る
。

35

⑶

過
大
な
迷
惑
行
為
︵
七
条
︶

(

)

七
条
は
、
過
大
な
迷
惑
行
為
の
禁
止
を
定
め
る
。
本
条
は
、
当
初
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
三
条
の
例
示
構
成
要
件
と
し
て
設

36

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
か
ら
離
れ
、
独
立
し
た
構
成
要
件
と
な

(

)

っ
た
。
本
条

37

一
項
は
、﹁
あ
る
市
場
参
加
者
に
過
大
な
方
法
で
迷
惑
を
か
け
る
取
引
行
為
は
、
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
受
け
手
で
あ
る
市
場
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参
加
者
が
広
告
を
望
ま
な
い
こ
と
が
認
識
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
告
を
な
す
場
合
に
、
と
く
に
妥
当
す
る
﹂
と
定
め
る
。
本

項
に
関
し
て
は
、
①
手
紙
や
投
げ
込
み
広
告
に
よ
る

(

)

勧
誘
、
②
公
共
の
場
所
で
の
通
行
人
へ
の
話
し
か
け
、
③
注
文
さ
れ
て
い
な
い
商

38

品
の

(

)

送
付
、
④
戸
別
訪
問
と
い
っ
た
事
例
群
が
形
成
さ
れ
て

(

)

い
る
。

39

40

二
項
は
、
一
号
か
ら
四
号
ま
で
に
お
い
て
、
常
に
過
大
な
迷
惑
行
為
と
さ
れ
る
広
告
手
段
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
号
の

﹁
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
に
挙
が
っ
て
い
な
い
通
信
取
引
に
足
り
る
商
業
的
通
信
手
段
﹂
と
は
、
手
紙
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
カ
タ
ロ
グ

な
ど
を

(

)

い
う
。
次
に
、
二
号
は
、
消
費
者
に
対
し
そ
の
事
前
の
明
示
的
な
同
意
な
し
に
︵
オ
プ
ト
・
イ
ン
方
式
︶
、
ま
た
は
そ
の
他
の
市

41

場
参
加
者
に
対
し
て
少
な
く
と
も
そ
の
推
定
的
同
意
な
し
に
、
電
話
に
よ
る
広
告
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
過
大
な
迷
惑
行
為
と
さ
れ

る
と

(

)

す
る
。

42

七
条
の
直
接
的
な
目
的
は
、
消
費
者
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
を
、
私
的
な
領
域
ま
た
は
職
業
上
の
領
域
の
不
当
な
侵
害
か
ら
保
護
す

る
こ
と
に
あ
る
が
、
間
接
的
に
、
市
場
参
加
者
を
そ
の
決
定
自
由
に
対
す
る
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
も
っ

と
も
同
条
は
、
市
場
参
加
者
の
決
定
自
由
が
実
際
に
侵
害
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
は
侵
害
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
は
い

(

)

な
い
。

43

四

法

律

効

果

第
二
章
は
、
不
正
競
争
行
為
の
民
事
上
の
効
果
を
定
め
る
。
原
告
適
格
を
有
す
る
者
の
側
か
ら
整
理
す
る
と
、
競
争
事
業
者
は
、
侵

害
除
去
・
差
止
請
求
権
︵
八
条
三
項

(

)

一
号
︶
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
︵

(

)

九
条
︶
を
、
営
業
上
ま
た
は
職
業
上
の
利
益
を
促
進
す
る
た

44

45

め
の
団
体
、
適
格
性
を
有
す
る
消
費
者
保
護
組
織
、
商
工
会
議
所
ま
た
は
手
工
業
会
議
所
は
、
侵
害
除
去
・
差
止
請
求
権
︵
八
条
三
項

二
号
か
ら
四
号
︶
お
よ
び
利
益
剥
奪
請
求
権
︵
一

(

)

〇
条
︶
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

46

こ
れ
に
対
し
て
、
か
ね
て
よ
り
、
消
費
者
個
人
の
救
済
手
段
を
創
設
す
べ
き
と
の
議
論
が
存
在
し
て
い
る
が
︵
一
般
的
契
約
解
消
権
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に
つ
い
て
第
三
章
四
を
参
照
︶
、
現
行
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
こ
れ
を
認
め
て
お
ら
ず
、
消
費
者
の
保
護
は
集
団
的
な
も
の
に
と
ど

(

)

ま
る
。
ま
た
、
ド

47

イ
ツ
で
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
行
政
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く

(

)

な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
は
、
Ｇ
Ｗ
Ｂ
に
お
け
る
カ

48

ル
テ
ル
庁
の
よ
う
な
監
督
官
庁
が
な
い
こ
と
、
一
九
七
八
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
改
正
に
よ
る
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
の
導
入
以
来
、
実
績
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

(

)

れ
る
。

49

ま
た
、
利
益
剥
奪
請
求
権
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性
質
は
、
競
争
事
業
者
な
い
し
消
費
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
も
、
不
当
利
得
返

還
請
求
権
で
も
な
い
と
さ
れ
て

(

)

い
る
。
次
章
で
み
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
諸
規
定
に
対
す
る
違
反
は
、
直
接
に
は
消
費
者
に

50

何
ら
か
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
制
度
に
関
し
て
は
、
事
業
者
の
故
意
要
件
︵
未
必
の
故
意
で
よ
い
︶
や
違
反
行
為

と
利
益
と
の
因
果
関
係
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問

(

)

題
や
、
剥
奪
さ
れ
る
べ
き
利
益
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
原
告
団
体
が

51

負
う
訴
訟
費
用
の
リ
ス
ク
と
い
っ
た

(

)

問
題
が
あ
る
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
実
務
上
は
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い

52

と
の
見
解
も

(

)

あ
る
。
し
か
し
、
事
案
も
増
加
し
て
お
り
、
今
後
の
展
開
を
注
視
す
べ
き
で
あ

(

)

ろ
う
。
な
お
、
利
益
剥
奪
請
求
権
に
つ
い

53

54

て
は
、
後
述
注
︵

︶
も
参
照
さ
れ
た
い
。

145

五

手
続
規
定
、
刑
罰
お
よ
び
過
料

第
三
章
に
は
裁
判
上
お
よ
び
裁
判
外
の
手
続
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
五
条
が
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
、
商
工
会
議
所
に
お
け
る
調
停

所
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
の
が
興
味

(

)

深
い
。

55

第
四
章
は
刑
罰
お
よ
び
過
料
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
。
広
範
囲
へ
の
誤
認
惹
起
広
告
や
連
鎖
的
取
引
︵
一

(

)

六
条
︶
、
業
務
上
の
秘

56

密
の
漏
洩
や
図
面
等
の
漏
洩
な
ど
︵
一
七
条
か
ら
一
九
条
︶
の
と
く
に
重
大
な
違
法
行
為
に
対
し
て
は
、
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
刑
が
科

さ
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
改
正
で
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
事
前
に
消
費
者
の
同
意
な
く
電
話
勧
誘
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
五

万
ユ
ー
ロ
ま
で
の
過
料
規
定
が
置
か
れ
、
電
話
勧
誘
に
対
す
る
規
制
が
強
化
さ
れ
た
︵
二
〇
条
︶
。
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︵
D
︶

K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

1
R
n
.
1f.
二
〇
〇
四
年
改
正
以
前
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
、
D
rex
l,
D
ie
w
irtsch
aftlich
e

§

S
elb
stb
estim
m
u
n
g
d
es
V
erb
rau
ch
ers,
1998,
S
.
20f.も
参
照
。

︵
F
︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

1
R
n
.
16.

§
︵
G
︶

B
T
-D
ru
ck
s.
15/1487,
S
.
13.

︵

︶

こ
れ
ら
の
条
文
に
関
し
て
も
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
並
ん
で
、
競
争
事
業
者
の
保
護
も
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
K
öh
ler
/

10
B
orn
kam
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

5
R
n
.
1.8ff.

§

︵

︶

E
m
m
erich
,U
n
lau
terer
W
ettb
ew
erb
,8.A
u
fl.,2009,

12
R
n
.1ff.
二
〇
〇
四
年
改
正
前
で
あ
る
が
、
D
rex
l,a.a.O
.︵
F
n
.7︶,S
.547ff.が
、
こ
の
点
を
詳
細

11

§

に
論
じ
て
い
る
。

︵

︶

逆
に
言
う
と
、
事
業
者
消
費
者
間
取
引
に
関
す
る
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
規
制
を
、︵
部
分
的
に
︶
事
業
者
間
取
引
に
も
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
過
剰
な
国

12
内
法
化
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
V
g
l.D
rex
l,M
eh
r
od
er
w
en
ig
er
V
erb
rau
ch
ersch
u
tz
d
u
rch
E
u
rop
äisch
es
L
au
terk
eitsrech
t?,in
:H
ilty
an
d
H
en
n
in
g
-

B
od
ew
ig
︵
ed
s.︶,
L
au
terk
eitsrech
t
u
n
d
A
cq
u
is
C
om
m
u
n
au
taire,
2009,
S
.
227︵
238ff.︶.

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

1
R
n
.
5.

13

§

︵

︶

比
較
の
た
め
に
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
競
争
行
為
の
定
義
を
掲
げ
る
。
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
っ
て
、
適
用
範
囲
が
、
商
品
の
販
売
や
購
入
等
の
促
進
以
外

14
に
も
広
が
っ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
。

二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
二
条
一
項
一
号

﹁
競
争
行
為
﹂
と
は
、
自
己
ま
た
は
他
の
事
業
者
の
た
め
に
、
不
動
産
、
権
利
お
よ
び
義
務
を
含
め
た
、
商
品
の
販
売
も
し
く

は
購
入
ま
た
は
役
務
の
提
供
も
し
く
は
購
入
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
す
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
い
う
。

︵

︶

た
と
え
ば
、
消
費
者
が
商
品
の
瑕
疵
を
主
張
し
、
代
替
履
行
︵
ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条
一
号
、
四
三
九
条
︶
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
事
業
者
が
、
瑕
疵
担
保
請

15
求
権
は
す
で
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
虚
偽
の
回
答
を
し
た
と
い
う
事
例
で
は
、
五
条
一
項
二
文
七
号
に
よ
り
三
条
一
項
が
適
用
さ
れ
え
、
反
復
の
危
険
性
が

あ
れ
ば
、
八
条
に
よ
り
差
止
請
求
も
可
能
で
あ
る
︵
K
öh
ler,
W
R
P
2009,
109︵
115︶
の
例
︶。

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
︻
不
公
正
な
取
引
行
為
の
禁
止
︼

16⑴

不
公
正
な
取
引
行
為
は
、
そ
れ
が
、
競
争
事
業
者
、
消
費
者
ま
た
は
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
の
利
益
を
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
に
︵
sp
ü
rb
ar︶
侵
害
す
る
の

に
足
り
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
許
さ
れ
な
い
。

⑵

消
費
者
に
対
す
る
不
公
正
な
取
引
行
為
は
、
そ
れ
が
、
事
業
者
に
つ
い
て
妥
当
す
る
専
門
的
な
注
意
に
合
致
せ
ず
、
諸
情
報
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
す
消
費
者
の
能

力
を
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
に
︵
sp
ü
rb
ar︶
侵
害
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
取
引
上
の
決
定
を
さ
せ
る
の
に
足
り
る
も
の

で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
平
均
的
な
消
費
者
が
、
ま
た
は
、
そ
の
取
引
行
為
が
あ
る
一
定
の
グ
ル
ー
プ
の
消
費
者
に
向
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
平
均
的
構
成
員
が
、
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
的
ま
た
は
身
体
的
障
害
、
年
齢
、
騙
さ
れ
や
す
さ
の
ゆ
え
に

と
く
に
保
護
に
値
し
、
一
義
的
に
特
定
可
能
な
消
費
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
自
己
の
取
引
行
為
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
か
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
が
事
業
者
に
と
っ
て
予
見
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可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

本
法
の
付
表
に
掲
げ
る
消
費
者
に
対
す
る
取
引
行
為
は
、
常
に
許
さ
れ
な
い
。

︵

︶

不
公
正
取
引
方
法
指
令
付
表
Ⅰ
は
三
一
号
か
ら
な
る
が
、
二
六
号
は
、
七
条
二
項
一
号
で
国
内
法
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
付
表
は
三
〇
号
か
ら
な
る
。
詳

17
細
な
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
S
ch
erer,
N
JW

2009,
324︵
325︶
は
、
消
費
者
保
護
の
最
小
限
を
確
定
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
半
面
、

不
公
正
判
断
の
硬
直
化
の
危
険
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。

︵

︶

付
表
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
必
要
な
認
証
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
認
マ
ー
ク
︵
G
ü
te
z
e
ich
e
n
︶、
品
質

18
マ
ー
ク
︵
Q
u
alitätsk
en
n
zeich
en
︶
そ
の
他
同
等
の
も
の
を
使
用
す
る
行
為
︵
二
号
︶。
消
費
者
に
諸
情
報
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
す
時
間
や
機
会
を
も
た
せ
ず
、
即

時
の
取
引
上
の
決
定
を
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
商
品
ま
た
は
役
務
が
一
般
的
に
ま
た
は
特
定
の
条
件
の
下
で
は
非
常
に
限
定
さ
れ
た
期
間
中
に
し
か
入
手
で
き
な
い
旨

の
、
虚
偽
の
表
示
を
す
る
行
為
︵
七
号
︶。
提
供
さ
れ
て
い
る
商
品
を
購
入
せ
ず
、
ま
た
は
提
供
さ
れ
て
い
る
役
務
を
要
求
し
な
い
場
合
に
、
消
費
者
ま
た
は
そ
の
家
族

の
個
人
的
安
全
を
脅
か
す
で
あ
ろ
う
危
険
性
︵
病
気
、
事
故
、
犯
罪
や
自
然
災
害
な
ど
︱
︱
筆
者
注
︶
の
種
類
と
程
度
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
表
示
を
行
う
行
為
︵
一
二

号
︶。
商
品
ま
た
は
役
務
に
病
気
、
機
能
障
害
、
奇
形
を
治
癒
す
る
効
果
が
あ
る
旨
の
虚
偽
の
表
示
を
す
る
こ
と
︵
一
八
号
︶。
支
払
請
求
書
を
添
付
し
た
宣
伝
文
書
を

送
付
し
、
宣
伝
さ
れ
て
い
る
商
品
ま
た
は
役
務
を
す
で
に
注
文
し
た
と
の
誤
っ
た
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
︵
二
二
号
︶。
消
費
者
に
対
し
、
ま
ず
契
約
を
締
結
す
る
の

で
な
け
れ
ば
一
定
の
空
間
か
ら
退
去
で
き
な
い
旨
の
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
︵
二
五
号
︶。
被
訪
問
者
の
退
去
ま
た
は
再
度
の
来
訪
拒
否
の
要
請
を
無
視
し
、
そ
の
者

の
住
居
を
個
人
的
に
訪
問
す
る
行
為
︵
二
六
号
︶。

︵

︶

以
下
の
検
討
順
序
に
つ
い
て
は
、
K
öh
ler,
W
R
P
2009,
109︵
112f.︶
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
三
条
一
項
と
同
二
項
一
文
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
V
g
l.

19
K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
8;
S
ch
erer,
W
R
P
2010,
586;
K
öh
ler,
W
R
P
2010,
1293.

§

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
二
条
一
項
七
号

﹁
専
門
的
な
注
意
﹂
と
は
、
事
業
者
が
、
そ
の
行
動
領
域
に
お
い
て
、
消
費
者
に
対
し
て
、
市
場
慣
行
を
顧
慮
し
て
、
信
義
誠
実
に
基
づ

20
き
、
遵
守
す
る
こ
と
が
誠
実
に
承
認
さ
れ
う
る
専
門
的
知
識
お
よ
び
注
意
の
基
準
を
い
う
。

︵

︶

L
ettl,
W
ettb
ew
erb
srech
t,
2009,

2
R
n
.
14.

21

§

︵

ａ
︶
こ
こ
で
い
う
平
均
的
消
費
者
と
は
、
適
度
に
情
報
を
得
て
お
り
、
適
度
に
注
意
深
く
か
つ
批
判
的
な
平
均
的
消
費
者
を
い
う
︵
不
公
正
取
引
方
法
指
令
考
慮
理
由

21
一
八
︶。
消
費
者
概
念
に
つ
い
て
は
、
L
ettl,
a.a.O
.︵
F
n
.
21︶,

1
R
n
.
95ff.
が
詳
し
い
。

§

︵

︶

二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条

業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
競
争
の
目
的
を
も
っ
て
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
行
為
を
行
う
者
に
対
し
て
は
、
差
止
お
よ
び
損
害
賠

22
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵

︶

B
G
H
,
U
rt.
v
.
7.
2.
2006,
B
G
H
Z
166,
154︵
161f.
T
z.
19︶.

23
︵

︶

B
G
H
,
U
rt.
v
.
13.
7.
2006,
B
G
H
Z
168,
314︵
321
T
z.
29︶.

24
︵

︶

B
G
H
,
U
rt.
v
.
11.
1.
2007,
B
G
H
Z
171,
73︵
80f.
T
z.
21︶.

25
︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

5
R
n
.
21
m
.w
.N
.
V
g
l.
au
ch
P
ip
er/
O
h
ly
/
S
osn
itza,
U
W
G
,
5.
A
u
fl.,
2009,

3
R
n
.
13.

26

§
§
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︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

5
R
n
.
26.
L
ettl,
a.a.O
.︵
F
n
.
21︶,

2
R
n
.
8
も
同
旨
。

27

§
§

︵

︶

P
.
U
lm
er,
G
R
U
R
1977,
565
ff.な
ど
。
一
九
八
〇
年
代
の
業
績
競
争
論
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
舟
田
正
之
﹁
西
ド
イ
ツ
の
〝
業
績
競
争
〟
論
﹂

28
同
﹃
不
公
正
な
取
引
方
法
﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
︹
該
当
部
分
の
初
出
は
一
九
八
三
年
︺︶
一
八
五
頁
以
下
を
参
照
。

︵

︶

D
rex
l,a.a.O
.︵
F
n
.7︶,S
.550f.;P
ip
er/
O
h
ly/
S
osn
itza,U
W
G
,5.A
u
fl.,2009,E
in
fü
h
ru
n
g
R
n
.23;E
m
m
erich
,a.a.O
.︵
F
n
.11︶,

5
R
n
.19;H
arte-

29
§

B
av
en
d
am
m
/
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
A
h
ren
s,U
W
G
,2.A
u
fl.,2009,E
in
leitu
n
g
F
.R
n
.79;H
arte-B
av
en
d
am
m
/
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
S
ch
ü
n
em
an
n
,U
W
G
,

2.
A
u
fl.,
2009,

3
R
n
.
228ff.;
K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

1
R
n
.
44.

§
§

︵

ａ
︶

E
u
G
H
,U
rt.v
.14.1.2010,N
JW
2010,1867
は
、
こ
の
よ
う
な
抱
き
合
わ
せ
を
個
別
事
例
の
特
別
な
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も

29
の
と
す
る
こ
と
は
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
に
反
す
る
と
し
て
い
る
。
V
g
l.
au
ch
K
öh
ler,
G
R
U
R
2010,
177.

︵

︶

こ
の
文
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
一
号
は
非
常
に
広
い
適
用
範
囲
を
有
す
る
。
事
例
に
つ
い
て
は
、
E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

20
R
n
.
26ff.
を
参

30

§

照
。

︵

︶

不
公
正
取
引
方
法
指
令
八
条
︻
攻
撃
的
な
取
引
方
法
︼

31

取
引
方
法
は
、
そ
れ
が
、
全
て
の
事
実
上
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
、
迷
惑
行
為
、
物
理
的
圧
力
を
含
む
強
制
、
不
当
威
圧
︵
u
n
d
u
e
in
flu
-

en
ce;
u
n
zu
lässig
e
B
eein
flu
ssu
n
g
︶
に
よ
り
、
平
均
的
消
費
者
の
製
品
に
関
す
る
決
定
や
行
動
の
自
由
を
著
し
く
侵
害
し
、
ま
た
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
り
、
消
費
者
が
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
取
引
上
の
決
定
を
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
は
さ
せ
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
攻
撃
的
な
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。

同
指
令
九
条
︻
迷
惑
行
為
、
強
制
お
よ
び
不
当
威
圧
︼

取
引
方
法
の
枠
内
で
、
迷
惑
行
為
、
物
理
的
圧
力
を
含
む
強
制
、
不
当
威
圧
の
手
段
が
用
い
ら
れ
た
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
以
下
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

⒜
そ
の
時
点
、
場
所
、
方
法
ま
た
は
長
さ

⒝
威
嚇
的
ま
た
は
侮
辱
的
な
表
現
ま
た
は
行
動
の
使
用

⒞
事
業
者
が
知
っ
て
い
る
、
消
費
者
の
判
断
能
力
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
具
体
的
な
不
幸
な
状
況
や
困
難
な
状
況
を
、
製
品
に
関
す
る
消
費
者
の
決
定
を
侵
害
す
る

た
め
に
、
事
業
者
が
利
用
す
る
こ
と

⒟
契
約
の
解
消
、
ま
た
は
他
の
製
品
も
し
く
は
他
の
事
業
者
へ
の
変
更
の
権
利
を
含
む
、
契
約
上
の
権
利
を
消
費
者
が
利
用
す
る
の
を
妨
げ
よ
う
と
し
て
事
業
者
が
用

い
た
、
契
約
外
の
種
類
の
、
負
担
と
な
る
ま
た
は
不
相
当
な
障
害

⒠
法
的
に
不
当
な
行
為
に
よ
る
強
迫

同
指
令
の
付
表
Ⅰ
二
四
号
以
下
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
七
条
二
項
一
号
、
付
表
一
七
号
お
よ
び
二
五
号
か
ら
三
〇
号
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
五
条
︻
誤
認
さ
せ
る
取
引
行
為
︼

32
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⑴

誤
認
さ
せ
る
取
引
行
為
を
行
う
者
は
、
不
公
正
な
行
為
を
行
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
取
引
行
為
は
、
そ
れ
が
以
下
の
事
情
に
関
し
て
虚
偽
の
表
示

︵
A
n
g
ab
en
︶
を
含
み
、
ま
た
は
誤
認
さ
せ
る
に
足
り
る
表
示
を
含
む
場
合
に
は
、
誤
認
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

処
分
可
能
性
、
種
類
、
仕
様
、
利
点
、
リ
ス
ク
、
組
成
、
付
属
品
、
製
造
・
提
供
・
調
達
の
手
続
き
も
し
く
は
時
期
、
目
的
有
用
性
、
使
用
可
能
性
、
量
、
性

質
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
苦
情
申
し
出
手
続
き
、
地
理
的
も
し
く
は
経
営
上
の
出
所
、
使
用
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
結
果
、
ま
た
は
、
商
品
も
し
く
は
役
務
の
テ
ス

ト
の
結
果
も
し
く
は
本
質
的
構
成
部
分
と
い
っ
た
、
商
品
ま
た
は
役
務
の
本
質
的
特
徴

�

特
別
の
価
格
利
益
の
存
在
の
よ
う
な
販
売
の
動
機
、
価
格
も
し
く
は
そ
の
算
定
方
法
︵
A
rt
u
n
d
W
eise︶、
ま
た
は
、
商
品
供
給
も
し
く
は
役
務
提
供
の
条
件

�

事
業
者
の
身
元
、
知
的
財
産
権
を
含
む
財
産
、
義
務
の
範
囲
、
能
力
、
地
位
、
認
可
、
会
員
資
格
も
し
く
は
交
際
関
係
、
勲
章
も
し
く
は
表
彰
経
験
、
取
引
行
為

の
動
機
、
ま
た
は
販
売
の
種
類
の
よ
う
な
、
事
業
者
の
人
格
、
特
性
ま
た
は
諸
権
利

�

直
接
も
し
く
は
間
接
の
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
と
関
連
の
あ
る
記
述
も
し
く
は
シ
ン
ボ
ル
、
ま
た
は
、
事
業
者
も
し
く
は
商
品
も
し
く
は
役
務
の
認
可
と
か
か
わ
る

記
述
も
し
く
は
シ
ン
ボ
ル

�

サ
ー
ビ
ス
、
部
品
、
交
換
ま
た
は
修
理
の
必
要
性

�

事
業
者
が
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
拘
束
を
受
け
て
い
る
旨
を
表
示
し
て
い
る
行
為
準
則
の
遵
守

D

消
費
者
の
諸
権
利
、
と
く
に
保
証
約
束
に
基
づ
く
権
利
ま
た
は
給
付
障
害
の
場
合
の
瑕
疵
担
保
権

︵
二
項
以
下
略
︶

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
五
ａ
条
︻
不
作
為
に
よ
る
誤
認
惹
起
︼

33

⑴

あ
る
事
実
に
つ
い
て
の
沈
黙
が
誤
認
惹
起
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
と
く
に
、
そ
の
よ
う
な
決
定
が
取
引
観
念
に
照
ら
し
て
取
引
上
の
決
定
に

対
し
て
有
す
る
意
味
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
沈
黙
が
決
定
に
影
響
を
与
え
う
る
か
ど
う
か
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

三
条
二
項
に
い
う
消
費
者
の
決
定
能
力
に
対
し
て
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
通
信
手
段
の
限
界
を
含
む
全
て
の
諸
事
情
を
考
慮
し
た
場
合
に
本
質
的
で
あ
る
情

報
を
知
ら
せ
ず
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
者
は
、
不
公
正
な
行
為
を
行
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑶

商
品
ま
た
は
役
務
が
、
使
用
さ
れ
た
通
信
手
段
に
と
っ
て
相
当
な
方
法
で
そ
の
特
徴
と
価
格
を
表
示
し
て
宣
伝
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
平
均
的
消
費
者
が
そ
の
取
引

を
締
結
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
諸
事
情
か
ら
直
接
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
、
以
下
の
情
報
が
、
二
項
の
意
味
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
と
み

な
さ
れ
る
。

�

商
品
ま
た
は
役
務
お
よ
び
使
用
さ
れ
た
通
信
手
段
に
と
っ
て
相
当
な
範
囲
で
の
、
商
品
ま
た
は
役
務
の
全
て
の
本
質
的
特
徴

�

事
業
者
の
身
元
お
よ
び
住
所
、
事
業
者
が
代
理
人
と
し
て
行
動
し
て
い
る
場
合
に
は
、
本
人
た
る
事
業
者
の
身
元
お
よ
び
住
所

�

税
額
込
み
の
価
格
︵
E
n
d
p
reis︶、
ま
た
は
商
品
ま
た
は
役
務
の
性
質
上
事
前
の
価
格
算
定
が
合
理
的
に
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
価
格
算
定
基
準
、
な
ら
び

に
、
付
加
的
な
貨
物
運
送
料
、
配
送
料
お
よ
び
郵
送
料
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
費
用
を
事
前
に
算
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
が
別
途
か
か
り
う
る
旨

�

専
門
家
と
し
て
の
注
意
の
要
請
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
支
払
条
件
、
配
送
条
件
お
よ
び
提
供
条
件
、
な
ら
び
に
苦
情
処
理
手
続
き
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�

解
除
権
ま
た
は
撤
回
権
の
存
在

︵
四
項
略
︶

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
﹁
不
作
為
に
よ
る
誤
認
惹
起
﹂
に
関
す
る
規
定
は
事
業
者
間
の
取
引
行
為
に
は
適
用
さ
れ
な
い
︵
フ
ラ
ン
ス
消
費
法
典
Ｌ
．一
二
一
-
一
条
Ⅲ
︶

の
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
五
ａ
条
一
項
は
事
業
者
を
含
む
す
べ
て
の
市
場
参
加
者
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
︵
B
T
-D
ru
ck
s.
16/10145,
S
.
25︶。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
公

正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
馬
場
圭
太
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
広
告
規
制
法
の
新
た
な
展
開
︱
︱
二
〇
〇
五
年
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国

内
法
化
に
と
も
な
う
消
費
法
典
の
改
正
﹂
甲
南
法
学
五
〇
巻
二
・
三
号
一
四
三
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶、
同
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
広
告
規
制
﹂
現
代
消
費
者
法
六
号

三
五
頁
以
下
︵
二
〇
一
〇
年
︶
を
参
照
。

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
六
条
︻
比
較
広
告
︼

34

⑴

比
較
広
告
と
は
、
あ
る
競
争
事
業
者
ま
た
は
あ
る
競
争
事
業
者
が
提
供
す
る
商
品
ま
た
は
役
務
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
認
識
さ
せ
る
、
あ
ら
ゆ
る
広
告
を
い

う
。⑵

行
わ
れ
て
い
る
比
較
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
比
較
広
告
を
行
う
者
は
、
不
公
正
な
行
為
を
行
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

�

同
一
の
需
要
ま
た
は
同
様
の
使
用
目
的
の
た
め
の
商
品
ま
た
は
役
務
と
関
連
し
て
い
な
い
と
き

︵
二
号
以
下
略
︶

︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

6
R
n
.
11;
L
ettl,
a.a.O
.︵
F
n
.21︶,

6
R
n
.
1
u
.
23.

35

§
§

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
七
条
︻
過
大
な
迷
惑
行
為
︼

36

⑴

市
場
参
加
者
に
過
大
な
方
法
で
迷
惑
を
か
け
る
取
引
行
為
は
、
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
受
け
手
で
あ
る
市
場
参
加
者
が
広
告
を
望
ま
な
い
こ
と
が
認
識
可

能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
告
を
な
す
場
合
に
、
と
く
に
妥
当
す
る
。

⑵

過
大
な
迷
惑
行
為
は
、
以
下
の
場
合
に
は
常
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

消
費
者
が
そ
れ
を
望
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
号
お
よ
び
三
号
に
挙
が
っ
て
い
な
い
、
通
信
取
引
に
足
り
る
商
業
的
通
信
手
段
を
用

い
た
広
告
を
し
て
、
消
費
者
を
執
拗
に
勧
誘
す
る
場
合

�

消
費
者
に
対
し
そ
の
事
前
の
明
示
的
な
同
意
な
し
に
、
ま
た
は
そ
の
他
の
市
場
参
加
者
に
対
し
て
少
な
く
と
も
そ
の
推
定
的
同
意
な
し
に
、
電
話
に
よ
る
広
告
を

す
る
場
合

�

受
け
手
の
事
前
の
明
示
的
な
同
意
な
し
に
、
自
動
電
話
機
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
電
子
郵
便
を
用
い
た
広
告
を
す
る
場
合

�

通
知
︵
N
a
ch
rich
t︶
に
よ
る
広
告
に
お
い
て
、
通
知
の
伝
達
を
委
託
し
た
発
信
者
の
身
元
が
隠
ぺ
い
も
し
く
は
秘
匿
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
は
受
け
手
が
基
本
料

金
表
に
よ
る
伝
達
費
用
以
外
の
費
用
な
し
に
そ
の
よ
う
な
通
知
の
停
止
を
要
求
す
る
際
の
宛
て
先
と
な
る
現
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合

︵
三
項
略
︶

本
条
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
宗
田
貴
之
﹃
迷
惑
メ
ー
ル
規
正
法
概
説
﹄︵
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
六
年
︶
一
三
一
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。

︵

︶

よ
っ
て
、
七
条
一
項
一
文
の
﹁
過
大
な
方
法
で
﹂
と
い
う
基
準
に
重
ね
て
、
三
条
一
項
の
﹁
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
に
︵
sp
ü
rb
a
r︶﹂
と
い
う
基
準
が
適
用

37
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さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
V
g
l.
B
T
-D
ru
ck
s.
16/10145,
S
.
28.

︵

︶

消
費
者
に
関
し
て
は
主
に
七
条
二
項
一
号
が
適
用
さ
れ
よ
う
。

38
︵

︶

な
お
、
こ
の
場
合
、
注
文
さ
れ
て
い
な
い
給
付
に
よ
っ
て
消
費
者
に
対
す
る
請
求
権
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
ａ
条
︶。

39
︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

13
R
n
.
25ff.

40
§

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

7
U
W
G
R
n
.
100.

41

§

︵

︶

本
号
は
、
二
〇
〇
九
年
に
、
消
費
者
に
対
し
て
は
事
前
の
明
示
的
な
同
意
が
必
要
で
あ
る
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
B
T
-D
ru
ck
s
16/

42
10734,
S
.
13.

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

7
R
n
.
2f.

43

§

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
八
条
︻
侵
害
の
除
去
お
よ
び
差
止
め
の
請
求
︼

44

⑴

三
条
ま
た
は
七
条
に
よ
り
不
法
な
取
引
行
為
を
行
う
者
に
対
し
て
は
、
侵
害
の
除
去
を
、
お
よ
び
反
復
の
危
険
性
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
差
止
め
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
差
止
請
求
権
は
、
三
条
ま
た
は
七
条
に
対
す
る
こ
の
種
の
違
反
行
為
が
差
し
迫
っ
て
い
る
段
階
か
ら
す
で
に
存
在
す
る
。

⑵

あ
る
事
業
に
お
け
る
違
反
行
為
が
、
勤
務
者
︵
M
itarb
eiter︶
ま
た
は
受
命
者
︵
B
eau
ftrag
te︶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
差
止
請
求
お
よ
び
侵
害
除

去
請
求
は
、
事
業
者
に
対
し
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

⑶

第
一
項
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
帰
属
す
る
。

�

あ
ら
ゆ
る
競
争
事
業
者

�

営
業
上
ま
た
は
独
立
し
た
職
業
上
の
利
益
の
促
進
を
目
的
と
す
る
権
利
能
力
の
あ
る
団
体
。
た
だ
し
、
同
一
の
市
場
に
お
い
て
、
同
種
ま
た
は
類
似
の
商
品
ま
た

は
役
務
を
販
売
す
る
事
業
者
の
相
当
数
を
構
成
員
と
し
、
と
く
に
そ
の
人
的
、
物
的
お
よ
び
財
政
的
な
備
え
に
照
ら
し
て
、
営
業
上
ま
た
は
独
立
し
た
職
業
上
の
利

益
の
追
求
と
い
う
定
款
上
の
責
務
を
実
際
に
引
き
受
け
る
能
力
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
違
法
行
為
が
構
成
員
の
利
益
に
関
わ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

�

差
止
訴
訟
法
第
四
条
に
い
う
適
格
性
を
有
す
る
組
織
の
リ
ス
ト
、
ま
た
は
消
費
者
利
益
保
護
の
た
め
の
差
止
訴
訟
に
関
す
る
一
九
九
八
年
五
月
一
九
日
付
け
の
欧

州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
︵
98/27/E
C
︶
四
条
に
い
う
欧
州
委
員
会
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
、
適
格
性
を
有
す
る
組
織

�

商
工
会
議
所
ま
た
は
手
工
業
会
議
所

︵
四
項
以
下
略
︶

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
九
条
︻
損
害
賠
償
請
求
︼

45

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
三
条
ま
た
は
七
条
に
よ
る
不
当
な
取
引
行
為
を
な
し
た
者
は
、
競
争
事
業
者
に
対
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負

う
。
定
期
印
刷
物
の
責
任
者
に
対
し
て
は
、
故
意
に
よ
る
違
反
行
為
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
〇
条
︻
利
益
剥
奪
請
求
︼

46

⑴

故
意
に
よ
り
、
三
条
ま
た
は
七
条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
取
引
行
為
を
な
し
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
り
多
数
の
購
買
者
の
不
利
益
の
も
と
に
利
得
を
得
た
者
は
、
八
条
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三
項
二
号
な
い
し
四
号
に
よ
り
差
止
請
求
を
主
張
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
よ
り
、
こ
の
利
得
を
国
庫
に
返
還
す
る
こ
と
を
請
求
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。

︵
二
項
以
下
略
︶

︵

︶

A
h
ren
s,
D
as
V
erh
ältn
is
v
on
U
W
G
u
n
d
V
ertrag
srech
t
au
fg
ru
n
d
d
er
E
U
-R
ich
tlin
ie
ü
b
er
u
n
lau
tere
G
esch
äftsp
rak
tik
en
,
in
:
H
ilty
,
D
rex
l
u
n
d

47
N
ord
em
an
n
︵
H
rsg
.︶,
S
ch
u
tz
v
on
K
reativ
ität
u
n
d
W
ettb
ew
erb
,
F
estsch
rift
fü
r
U
lrich
L
oew
en
h
eim

zu
m

75.
G
eb
u
rtstag
,
2009,
S
.
407︵
415︶;

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

5
R
n
.
1.10f.

§

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

12
R
n
.
7.1.
本
城
・
前
掲
書
注
︵
�
︶
一
五
六
頁
以
下
も
参
照
。

48

§

︵

︶
﹁
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
︵
第
七
回
︶
議
事
要
旨
﹂
五
頁
以
下
︵
高
田
発
言
︶︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.ca
a.g
o.jp
/
p
la
n
n
in
g
/
p
d
f/
1
0
0
4
0
9
g
jiy
o
u
sh
i7
th
.

49
p
d
f︶。
本
城
・
前
掲
書
注
︵
�
︶
一
五
一
頁
以
下
も
参
照
。

︵

︶

宗
田
貴
之
﹃
団
体
訴
訟
の
新
展
開
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
︶
九
五
頁
以
下
、
高
田
昌
宏
﹁
団
体
訴
訟
の
機
能
拡
大
に
関
す
る
覚
書
き
﹂
高
田
裕

50
成
他
編
﹃
福
永
有
利
先
生
古
稀
記
念

企
業
紛
争
と
民
事
手
続
法
理
論
﹄︵
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
︶
五
七
頁
。

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

10
R
n
.
2;
P
ip
er
/
O
h
ly
/
S
osn
itza,
U
W
G
,
5.
A
u
fl.,
2010,

10
R
n
.
3.

51

§
§

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

23
R
n
.
42.

52

§

︵

︶

E
m
m
erich
,a.a.O
.︵
F
n
.11︶,

23
R
n
.31.
裁
判
例
と
し
て
、
L
G
B
on
n
,U
rt.v
.12.5.2005,G
R
U
R
-R
R
2006,111︵
事
業
者
の
未
必
の
故
意
の
立
証
が
で
き

53

§

て
い
な
い
と
し
て
利
益
剥
奪
請
求
を
否
定
し
た
事
案
︶;O
L
G
S
tu
ttg
art,U
rt.v
.2.11.2006,G
R
U
R
2007,435︵
事
業
者
の
未
必
の
故
意
の
立
証
が
で
き
て
い
な
い
と

し
て
利
益
剥
奪
請
求
を
否
定
し
た
原
審
を
破
棄
し
て
、
利
益
額
お
よ
び
違
反
行
為
と
の
因
果
関
係
を
審
理
さ
せ
る
た
め
に
差
し
戻
し
た
事
案
︶
を
参
照
。

︵

︶

利
益
剥
奪
請
求
制
度
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
宗
田
・
前
掲
書
注
︵

︶
七
一
頁
以
下
が
、
成
立
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
同
﹃
消
費
者
法
の
新
展
開
﹄︵
慶
應

54

50

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
︶
四
一
頁
以
下
、
お
よ
び
、
同
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
﹂
財
団
法
人
比
較
法
研
究

セ
ン
タ
ー
﹃
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
的
消
費
者
被
害
の
回
復
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
書
﹄
三
二
九
頁
以
下
︵
二
〇
一
〇
年
。

h
ttp
:/
/
w
w
w
.ca
a.g
o.jp
/
p
la
n
n
in
g
/
2
1
to
rim
a
to
m
e
/
6-0
1-0
3-0
1-g
e
r.p
d
f︶
が
詳
細
で
あ
る
。
同
制
度
に
つ
い
て
は
、
他
に
寺
川
・
前
掲
注
︵
�
︶
一
〇
頁
、
ペ
ー

タ
ー
・
ゴ
ッ
ド
バ
ル
ト
︵
森
勇
訳
︶﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
団
的
権
利
保
護
制
度
の
構
築
﹂
比
較
法
雑
誌
四
二
巻
一
号
七
八
頁
︵
二
〇
〇
八
年
︶、
高
田
・
前
掲
注
︵

︶
50

三
五
頁
以
下
、
高
田
昌
宏
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
た
め
の
集
団
的
権
利
保
護
の
制
度
﹂︵
二
〇
一
〇
年
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.c
a
a.g
o.jp
/
p
la
n
n
in
g
/
p
d
f/

100409-2-1.p
d
f︶
も
参
照
。

︵

︶

調
停
所
の
活
動
は
一
定
の
成
果
を
収
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
寺
川
永
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
費
者
紛
争
を
扱
う
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
現
状
と
課
題
﹂
内

55
閣
府
国
民
生
活
局
﹃
諸
外
国
に
お
け
る
消
費
者
Ａ
Ｄ
Ｒ
体
制
の
運
用
と
実
態
に
関
す
る
調
査
﹄︵
二
〇
〇
八
年
。
h
ttp
://w
w
w
.con
su
m
er.g
o.jp
/seisak
u
/caa/k
ok
u
-

sai/file/ad
r/04_g
erm
an
y
01.p
d
f︶
一
三
五
頁
を
参
照
。

︵

︶

Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
六
条
︻
刑
罰
の
対
象
と
な
る
広
告
︼

56

⑴

と
く
に
有
利
な
申
し
出
で
あ
る
と
の
外
観
を
作
出
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
公
示
ま
た
は
広
範
囲
の
人
々
に
対
す
る
通
知
に
お
い
て
、
虚
偽
の
表
示
に
よ
り
誤
認
を
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惹
起
す
る
広
告
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

⑵

も
し
消
費
者
が
、
相
手
方
が
同
様
の
勧
誘
を
す
る
と
、
相
手
方
も
そ
の
さ
ら
な
る
購
入
者
に
対
す
る
勧
誘
に
つ
い
て
同
様
の
利
益
を
得
ら
れ
る
形
の
取
引
を
他
人

に
締
結
さ
せ
た
な
ら
ば
、
消
費
者
は
企
画
者
自
身
ま
た
は
第
三
者
か
ら
特
別
な
利
益
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
の
約
束
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
商
品
、
役
務

ま
た
は
権
利
を
購
入
さ
せ
る
こ
と
を
業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
企
図
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
行
為
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
上
の
扱
い

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
現
行
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
は
、
消
費
者
保
護
が
目
的
と
し
て
明
示
さ
れ
、
不
公
正
性
判
断
に
つ
い
て
も
、
消
費

者
の
決
定
自
由
が
重
要
な
考
慮
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
、
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
て
消
費
者
の
判
断
を
ゆ
が
め
る

こ
と
を
内
実
と
す
る
詳
細
な
構
成
要
件
も
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
と
く
に
契
約
の
勧
誘
・
交
渉
過
程
で
Ｕ
Ｗ
Ｇ

の
諸
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
違
反
を
基
礎
に
消
費
者
個
人
の
救
済
︱
︱
と
く
に
契
約
か
ら
の
解
消
︱
︱
を

認
め
よ
う
と
い
う
考
え
が
生
ず
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
︵
と
く
に
四
条
一
号
、
同
二

号
、
五
条
、

(

)

五
ａ
条
︶
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
よ
り
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
消
費
者
は
事
業
者

57

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
れ
に
関
す
る
規
定
は
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
は
な
い
た
め
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
の
関
係
が
問
題

と
(

ａ
)

な
る
。
以
下
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

57な
お
、
以
下
の
議
論
は
、
二
〇
〇
八
年
の
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化
以
前
、
す
な
わ
ち
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
規
制
が
広
告
・
勧
誘
段

階
の
行
為
︵
競
争
行
為
︶
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
時
期
の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
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一

法
律
行
為
法
上
の
救
済
手
段

⑴

詐
欺
・
強
迫
を
理
由
と
す
る
取
消
し

Ｕ
Ｗ
Ｇ
四
条
一
号
、
五
条
、
五
ａ
条
に
よ
り
不
公
正
と
さ
れ
る
取
引
行
為
は
、
そ
れ
だ
け
で
詐
欺
あ
る
い
は
強
迫
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三

条
︶
の
要
件
を
満
た
す
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
事
例
に
よ
り
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
表
意
者
は
、
意
思
表
示

の
取
消
し
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
の
相
違
点
と
し
て
は
、
取
引
行
為
が
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
り
不
公
正
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
が
、
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と

し
て
、
圧
力
の
行
使
と
な
り
、
あ
る
い
は
誤
認
を
惹
起
し
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
取
引
上
の
決
定
を
さ
せ
る
お
そ

れ
の
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
︵
不
公
正
取
引
方
法
指
令
五
条
二
項
ｂ
、
同
六
条
一
項
、
同
八
条
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
二
項
二
文
参
照
︶
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
お
け
る
欺
罔
行
為
・
強
迫
行
為
の
判
断
に
お
い
て
は
、
平
均
的
消
費
者
で
は
な
く
、
当
該
被
詐
欺

者
・
被
強
迫
者
が
基
準
と
な
る
。
ま
た
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
を
理
由
と
す
る
取
消
し
の
た
め
に
は
、
詐
欺
者
の
悪
意
な
い
し
強
迫
者
の

故
意
が
要
件
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
点
で
消
費
者
の
立
証
負
担
の
問
題
が
(

)(

)

生
じ
る
。
な
お
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
六
条
一
項
に
い
う
刑
罰
を
科
さ

58

59

れ
る
誤
認
広
告
に
よ
っ
て
成
立
し
た
契
約
は
、
通
常
、
悪
意
の
欺
罔
に
あ

(

)

た
る
。

60

⑵

禁
止
法
規
違
反
を
理
由
と
す
る
法
律
行
為
の
無
効

で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三

(

)

四
条
に
い
う
法
律
上
の
禁
止
に
あ
た
ら
な
い
か
。
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
Ｕ
Ｗ

61

Ｇ
の
諸
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
は
無
効
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関

し
て
は
否
定
説
が
多
数
で

(

)

あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
詐
欺
や
強
迫
の
よ
う
な
強
力
な
形
態
で
の
不
当
な
影
響
で
す
ら
法
律
行
為
の

62

取
消
し
し
か
も
た
ら
さ
な
い

(

)

こ
と
、
無
効
を
承
認
す
る
と
、
不
公
正
な
広
告
に
あ
っ
た
顧
客
が
契
約
を
有
利
な
も
の
と
判
断
し
た
場
合

63

で
も
契
約
を
有
効
と
で
き
な
い

(

)

こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
は
法
律
行
為
の
内
容
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
行
為
の
成
立
の
仕
方
や
方

64
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法
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い

(

)

こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
利
益
は
集
団
的
に
の
み
貫
徹
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

65

る

(

)

こ
と
、
無
効
を
承
認
す
る
と
、
取
引
の
耐
え
が
た
い
不
安
定
が
生
ず
る

(

)

こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
市
場
に
お
け
る
事
業
活
動
に
関
す
る
行
為

66

67

準
則
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
公
正
判
断
が
契
約
締
結
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
れ
な
場
合
し
か
な
い

(

)

こ
と
、
な

68

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
六
条
二
項
︵
刑
罰
を
科
さ
れ
る
連
鎖
的
顧
客
勧
誘
︶
は
禁
止
法
規
で

(

)

あ
る
。

69

⑶

良
俗
違
反
を
理
由
と
す
る
法
律
行
為
の
無
効

次
に
、
良
俗
違
反
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三

(

)

八
条
︶
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
に
よ
り
許
さ
れ
な

70

い
も
の
と
さ
れ
る
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
、
そ
れ
だ
け
で
良
俗
違
反
と
さ
れ
る
こ
と
は

(

)

な
い
。
そ
の
理
由

71

の
多
く
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
に
関
す
る
も
の
と
重
複
す
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
は
第
一
次
的
に
は
法
律
行
為
の
内
容
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
行
為
の
成
立
の
仕
方
や
方
法
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条

は
、
ま
さ
に
不
公
正
な
勧
誘
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(

)

こ
と
、
詐
欺
や
強
迫
す
ら
取
消
し
し
か
も
た
ら
さ
な
い

(

)

こ
と
、
一
三
八
条
は

72

73

内
容
の
良
俗
違
反
類
型
と
状
況
の
良
俗
違
反
類
型
を
区
別
し
て
お
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
の
良
俗
違
反
の
類
型
で
は
、

法
律
行
為
の
内
容
、
動
機
、
目
的
な
ど
法
律
行
為
締
結
の
際
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
事
情
を
全
体
的
に
考
慮
し
て
、
良
俗
違
反
に
な
る

か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
か
ら
一
三
八
条
に
よ
る
無
効
を
自
動
的
に
引
き
出
す
見
解
は
こ
れ
に
矛
盾
す
る

(

)

こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

74た
だ
し
、
個
別
事
情
に
よ
っ
て
、
法
律
行
為
が
良
俗
違
反
と
さ
れ
る
可
能
性
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
契
約
締
結
を
目
的

に
広
範
囲
に
行
わ
れ
た
、
虚
偽
の
支
払
請
求
書
の
送
付
な
ど
の
詐
欺
的
策
略
︵
Ｕ
Ｗ
Ｇ
付
表
二
二
号
︶
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
錯
誤
が
継
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
の
適
時
の
説
明
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
に
よ
り
無
効
と
な
り

(

)

う
る
。
ま
た
、
独
占
的
地
位
の
濫
用
や
不
法
な
連
鎖
的
顧
客
勧
誘
︵
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
六

75

条
二
項
︶
の
よ
う
に
、
法
律
行
為
の
内
容
が
良
俗
や
道
徳
秩
序
の
価
値
と
合
致
し
な
い
場
合
に
も
、
法
律
行
為
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
に
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よ
り
無
効
と
な
り

(

)

う
る
。
さ
ら
に
、
広
告
が
悪
意
の
欺
罔
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
給
付
間
に
著
し
い
不
均
衡
の
あ
る
契
約
が
締
結
さ

76

れ
た
場
合
に
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
と
同
時
に
、
そ
の
契
約
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
に
よ
り
無
効
と
も
な
り

(

)

う
る
。

77

二

契
約
法
上
の
救
済
手
段

⑴

撤

回

権

ま
ず
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
が
規
制
す
る
取
引
態
様
の
多
く
に
、
撤
回
権
︵
い
わ
ゆ
る
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
︶
の
規
定
が
関
連
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

不
意
打
ち
か
ら
の
保
護
や
、
契
約
目
的
物
に
関
す
る
事
前
の
判
断
が
困
難
な
場
合
か
ら
の
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
。
撤
回
権
の
規
定
と

し
て
は
、
①
訪
問
販
売
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
︶
、
②
通
信
販
売
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
ｄ
条
︶
、
③
期
間
割
り
の
居
住
権
契
約
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
八
五

条
︶
、
④
消
費
者
信
用
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
九

(

)

五
条
︶
、
⑤
分
割
供
給
契
約
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
一
〇
条

(

)

一
項
︶
、
⑥
そ
の
他
の
特
別
法
︵
通
信
教
育
保
護
法

78

79

四
条
、
保
険
契
約
法
八
条
な
ど
︶
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
撤
回
権
の
構
成
要
件
は
、
状
況
関
連
的
あ
る
い
は
取
引
類
型
関
連
的
で
あ
っ
て
、
個
別
消
費
者
の
決
定
自
由
の
侵
害
を
要
件

と
し
な
い
が
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
に
と
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

(

)

い
る
。

80

⑵

契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

次
に
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
や
情
報
提
供
義
務
違
反
の
場
合
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
︵
cu
lp
a
in
con
trah
en
d
o︶
を
理
由
と

す
る
損
害
賠
償
請
求
権
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
、
三
一
一
条
、
二
四
一
条
二
項
︶
が
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て

(

)

い
る
。
確

81

定
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
成
立
し
た
契
約
が
顧
客
に
と
っ
て
財
産
損
害
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
契
約
解
消
に
向
け
た
請
求
権
も
認
め

ら

(

)

れ
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
五
条
や
五
ａ
条
に
よ
り
不
公
正
と
さ
れ
る
取
引
行
為
も
、
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
と
さ
れ

82

(

)

う
る
。

83ま
た
、
近
時
、
二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
顧
客
獲
得
︵
K
u
n
d
en
fan
g
︶
の
事
例
群
を
契
約
法
の
観
点
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か
ら
評
価
し
直
し
、
①
不
意
打
ち
︵
Ü
b
e
rru
m
p
e
lu
n
g
︶
、
②
執
拗
な
客
引
き
︵
A
n
re
iß
e
n
︶
、
③
強
要
の
形
で
の
心
理
的
圧
迫
の
行
使

と
い
っ
た
、
相
手
方
の
決
定
自
由
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
契
約
解
消
を
肯
定
す
べ
き
と

す
る

(

)

見
解
も
存
在
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
現
行
Ｕ
Ｗ
Ｇ
四
条
一
号
や
二
号
な
ど
の
相
手
方
の
決
定
自
由
を
直
接
に
侵
害
す
る
勧

84

誘
・
交
渉
行
為
に
つ
い
て
、
個
々
の
事
例
に
よ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
が
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
が

(

)

あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

85

契
約
締
結
上
の
過
失
と
し
て
は
、
過
失
に
よ
る
詐
欺
や
情
報
提
供
義
務
違
反
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

⑶

瑕
疵
担
保
請
求
権

製
品
の
性
質
に
関
す
る
誤
認
惹
起
広
告
は
、
そ
れ
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
三
文
お
よ
び
二
文

(

)

二
号
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

86

当
該
性
質
に
つ
い
て
の
売
主
の
保
証
義
務
を
基
礎
づ
け
、
買
主
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
以
下
の
規
定
に
従
い
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
︵
追

完
履
行
請
求
、
解
除
、
代
金
減
額
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
︶
を
有

(

)

す
る
。

87

三

不
法
行
為
法
上
の
救
済
手
段

⑴

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項

ま
ず
、
契
約
の
締
結
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
受
け
手
の
事
前
の
同
意
の
な
い
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
広
告
に

関
し
て
は
、
私
的
領
域
へ
の
著
し
い
介
入
を
理
由
と
す
る
一
般
的
人
格
権
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条

(

)

一
項
︶
の
侵
害
や
、
通
信
機
器
の
所
有

88

権
や
占
有
の
侵
害
、
設
立
さ
れ
稼
働
し
て
い
る
営
業
の
上
の
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

(

)

き
る
。

89

⑵

Ｕ
Ｗ
Ｇ
九
条

Ｕ
Ｗ
Ｇ
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
説
明
す
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と

さ
れ
る
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
基
づ
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
九
条
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
消
費
者
個
人
に
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
同
条
一
項
は
明
示
的
に
、
競
争
事
業
者
が
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
も
の
と
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
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年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
立
法
者
も
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
競
争
に
お
け
る
事
業
者
の
行
為
に
対
す
る
非
常
に
高
い
要
求
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反

の
場
合
に
消
費
者
の
個
人
的
権
利
を
承
認
し
た
な
ら
ば
、
事
業
者
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
理
由
と
す
る
消
費
者
か
ら
の
多
数
の
訴
訟
を
常

に
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
経
済
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
消
費
者
個
人
の
損
害
賠
償
請

求
権
を
認
め
な
い
考
え
で
あ

(

)

っ
た
。

90

⑶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項

で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
に
い
う
保

護
法
規
と
考
え
て
、
損
害
賠
償
と
し
て
契
約
の
解
消
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か

(

)

れ
る
。

91

ま
ず
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
︵
誤
認
表
示
を
理
由
と
す
る
差
止
・
損
害
賠
償
請
求
︶
に
つ
い
て
こ

れ
を
否
定
し
て

(

)

お
り
、
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
立
法
者
も
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
私
法
上
の
法
律
効
果
に
関
す
る
規
定
は
原
告
適
格
に
関

92

し
て
も
請
求
根
拠
に
関
し
て
も
排
他
的
で
あ
る
と
述
べ
て

(

)

い
る
。
現
在
の
学
説
上
も
保
護
法
規
性
を
否
定
す
る
見
解
が
多
数
で

(

)

あ
る
。

93

94

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
と
く
に
問
題
と
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
錯
誤
・
詐
欺
・
強
迫
を
理
由
と
す
る
取
消
権
、
瑕
疵
担
保
請
求

権
、
契
約
締
結
上
の
過
失
、
撤
回
権
な
ど
に
よ
っ
て
対
応
が
可
能
で
あ
り
、
民
法
に
よ
る
消
費
者
個
人
の
保
護
に
欠
缺
は
存
在
し
な
い

(

)

こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
営
業
上
な
い
し
事
業
上
の
団
体
や
消
費
者
団
体
に
差
止
め
お
よ
び
侵
害
除
去
請
求
権
を
承
認
す
る
こ

95
と
に
よ
り
消
費
者
の
集
団
的
保
護
を
保
障
し
て
い
る

(

)

こ
と
、
競
争
法
違
反
を
理
由
と
し
て
消
費
者
お
よ
び
市
場
参
加
者
に
一
般
的
損
害

96

賠
償
請
求
権
を
認
め
る
と
、
具
体
的
な
輪
郭
を
も
っ
た
構
成
要
件
や
時
効
規
定
を
備
え
た
民
法
上
の
諸
規
律
が
広
い
範
囲
で
無
価
値
に

さ
れ
る
こ
と
︱
︱
た
と
え
ば
、
誤
認
惹
起
広
告
の
場
合
、
買
主
は
四
三
四
条
一
項
・
四
三
七
条
に
基
づ
く
瑕
疵
担
保
権
を
有
す
る
が
、

こ
の
権
利
は
売
主
に
よ
る
追
完
が
な
か
っ
た
と
き
に
初
め
て
行
使
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
と
並
行
し
て
競
争
法
上
の
損
害
賠
償
請

求
権
を
認
め
る
と
、
熟
慮
の
上
で
こ
の
よ
う
な
段
階
を
つ
け
て
い
る
右
の
規
定
が
潜
脱
さ
れ
て
し

(

)

ま
う
︱
︱
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

97

る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
消
費
者
に
関
し
て
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
か
ら
七
条
の
保
護
法
規
性
を
肯
定
す
る
見
解
も
有
力
で

(

)

あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

98

は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
八
条
か
ら
一
一
条
ま
で
の
規
律
は
排
他
的
な
も
の
で
な
く
、
保
護
法
規
性
の
否
定
は
法
律
上
に
は
表
れ
て
い
な
い

(

)

こ
と
、

99

消
費
者
保
護
の
強
化
な
い
し
効

(

)

率
化
、
二
〇
〇
四
年
改
正
に
よ
り
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条
一
文
に
お
い
て
消
費
者
が
保
護
主
体
と
し
て
明
示
的
に

100

承
認
さ
れ
た

(

)

こ
と
、
利
益
剥
奪
請
求
権
の
実
効
性
は
は
っ
き
り
し
な
い

(

)

こ
と
、
民
法
上
の
制
度
に
よ
る
消
費
者
保
護
は
十
分
で
は
な

101

102

く
、
保
護
の
欠
缺
が
あ
る

(

)

こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
改
正
の
目
的
は
規
制
緩
和
と
自
由
化
で
あ
る
か
ら
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
要
求
が
事
業
者
に
と
っ
て
非

103

常
に
高
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
消
費
者
に
よ
っ
て
大
量
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

(

)

こ
と
、
な

104

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

四

Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
理
由
と
す
る
消
費
者
の
一
般
的
契
約
解
消
権

最
後
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
理
由
と
す
る
消
費
者
の
一
般
的
契
約
解
消
権
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
二
〇
〇
四
年
Ｕ
Ｗ
Ｇ

改
正
前
に
は
、
真
実
に
反
し
誤
認
を
惹
起
す
る
広
告
表
示
に
関
し
て
、
購
入
者
の
解
除
権
が
規
定
さ
れ
て
い
た
︵
二
〇
〇
四
年
改
正
前

Ｕ
Ｗ
Ｇ
一

(

)

三
ａ
条
︶
。
二
〇
〇
四
年
改
正
に
際
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
理
由
と
す
る
消
費
者
の
一
般
的
契
約
解
消
権
の
導
入
を
提
案
す
る

105

見
解
も
あ
っ

(

)

た
が
、
立
法
者
は
、
旧
一
三
ａ
条
を
後
継
規
定
な
く
削
除
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
旧
一
三
ａ
条
は
実
務
上
意
味
を

106

有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
事
業
者
が
誤
認
惹
起
的
書
式
に
よ
っ
て
組
織
的
か
つ
継
続
的
に
契
約
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
場
合
、
事
業
者
が
そ
の
契
約
の
履
行
を
求
め
る
行
為
も
ま
た
反
競
争
的
と
さ
れ
う
る
と
の
判
例

(

)

法
理
も
形
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の

107

と
こ
ろ
、
消
費
者
が
不
公
正
な
仕
方
で
成
立
し
た
契
約
の
履
行
に
そ
の
保
護
に
値
す
る
利
益
に
反
し
て
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
と
い
う
事

例
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
一
般
的
契
約
解
消
権
は
、
一
定
の
要
件
や
期
間
制
限
の
も
と
で
認
め
ら
れ
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
規
定

や
、
一
定
の
取
引
形
態
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
撤
回
権
の
規
定
と
合
致
し
な
い
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

(

)

い
る
。

108

消
費
者
の
一
般
的
契
約
解
消
権
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
も
、
こ
れ
を
否
定
的
に
考
え
る
見
解
が
多
数
で

(

)

あ
る
。
そ
の
理
由
と

109
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し
て
は
、
右
の
立
法
者
の
挙
げ
る
理
由
や
、
民
法
に
よ
る
消
費
者
の
保
護
は
十
分
で
あ
り
保
護
の
欠
缺
は
存
在
し
な
い
と
い
う
論
拠
の

ほ
か
、
旧
一
三
ａ
条
が
無
意
味
だ
っ
た
こ
と
は
実
際
に
は
保
護
の
欠
缺
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
る

(

)

こ
と
、
不
公
正
な
広

110

告
と
契
約
締
結
と
の
間
の
因
果
関
係
は
当
然
に
は
肯
定
で
き
な
い

(

)

こ
と
、
契
約
法
が
決
定
自
由
侵
害
か
ら
の
個
別
的
具
体
的
保
護
を
目

111

的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
競
争
法
は
一
般
的
抽
象
的
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る

(

)

こ
と
、
一
般
的
契
約
解
消
権
を
肯
定
す
る
と
、
消
費
者

112

が
、
何
ら
か
の
不
公
正
な
広
告
を
と
ら
え
て
、
契
約
を
キ
ャ
ン
セ
ル
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
り
、
こ
の
こ
と
は
見
通
せ

な
い
ほ
ど
の
リ
ス
ク
を
経
済
に
負
担
さ
せ
る

(

)

こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

113

五

小

括

以
上
の
よ
う
に
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
基
づ
い

て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
定
め
る
各
救
済
手
段
の
要
件
が
個
別
事
例
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て

は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
に
基
づ
い
て
消
費
者
個
人
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
を
ま
と
め
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
用
意
す
る

消
費
者
個
人
の
救
済
手
段
あ
る
い
は
現
在
の
判
例
法
理
を
前
提
と
す
る
と
、
消
費
者
の
保
護
に
欠
缺
は
な
い
こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
そ
れ
に

加
え
て
消
費
者
の
集
団
的
保
護
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
基
準
は
消
費
者
個
人
に
救
済
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
場
合

よ
り
も
事
業
者
に
と
っ
て
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
個
別
消
費
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
場
合
の
み
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、

こ
れ
を
根
拠
に
消
費
者
個
人
の
救
済
を
認
め
る
こ
と
は
濫
訴
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
は
経
済
に
と
っ
て
過
大
な
負
担
と
な
る
こ

と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
を
根
拠
に
一
般
的
契
約
解
消
権
や
損
害
賠
償
と
し
て
の
契
約
解
消
を
認
め
る
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
熟
慮
の
上
定
め
て

い
る
救
済
手
段
の
体
系
を
潜
脱
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
、
契
約
法
が
決
定
自
由
侵
害
か
ら
の
個
別
的
具
体

的
保
護
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
競
争
法
は
一
般
的
抽
象
的
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
り
わ
け
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
が
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年
改
正
以
降
は
、
か
か
る
多
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数
説
が
正
当
だ
ろ
う
。

さ
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
諸
規
定
に
反
す
る
行
為
に
よ
り
競
争
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
、
競
争
事
業
者
は
損
害
賠
償
請

求
権
を
有
す
る
︵
Ｕ
Ｗ
Ｇ
九
条
︶
。
し
た
が
っ
て
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
水
平
的
競
争
秩
序
に
反
す
る
行
為
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
は
同
時
に
、
垂
直
的
関
係
に
お
い
て
需
要
者
︵
消
費
者
︶
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る

形
で
行
わ
れ
る
た
め
に
、
消
費
者
団
体
が
、
消
費
者
側
の
視
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
競
争
秩
序
違
反
行
為
の
監
視
︵
差
止
め
や
除
去
、

さ
ら
に
は
利
益
剥
奪
請
求
権
の
行
使
︶
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
規
制
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
に

対
す
る
集
団
的
保
護
と
い
う
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
か
ら
七
条
の
規
定
は
、
水
平
的
競
争
秩
序
違

反
行
為
の
カ
タ
ロ
グ
で
あ
る
と
と
も
に
、
垂
直
的
関
係
に
お
い
て
需
要
者
︵
消
費
者
︶
の
決
定
自
由
に
対
す
る
集
団
的
保
護
が
与
え
ら

れ
る
べ
き
行
為
の
カ
タ
ロ
グ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
に
関
し
て
、
そ
の
違
反

に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
︵
個
別
当
事
者
を
基
準
と
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
義
務
群
︶
と
、

そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
な
お
集
団
的
保
護
が
行
わ
れ
る
べ
き
義
務
群
︵
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務

群
︶
と
が
区
別
さ
れ
る
に
至
っ
て

(

)

い
る
。

114

ま
た
こ
こ
で
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
が
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
わ
が
国
で
見

ら
れ
る
公
法
私
法
二
分
論
の
よ
う
な
主
張
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
に
向
け
た
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
二
つ
の
義
務
群
の
協
働
関
係
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
こ
の
二
つ
の
義
務
群
の
協
働
関
係
に
関

す
る
最
近
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

︵

︶

た
だ
し
、
七
条
に
違
反
す
る
行
為
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
必
ず
し
も
決
定
自
由
侵
害
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

57
に
注
意
さ
れ
た
い
。
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︵

ａ
︶
不
公
正
取
引
方
法
指
令
は
、
国
内
法
に
お
け
る
契
約
の
有
効
性
、
成
立
お
よ
び
効
果
に
は
変
更
を
加
え
な
い
と
し
て
い
る
︵
同
指
令
三
条
二
項
︶。

57
︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,
E
in
l.
R
n
.
7.10.

58
︵

︶

こ
れ
に
対
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
立
法
資
料
か
ら
は
、
侵
害
者
の
主
観
的
要
件
を
要
求
す
る
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
、
無
過
失
に
よ
る
意
思
決
定
へ

59
の
︱
︱
Ｕ
Ｗ
Ｇ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
︱
︱
違
法
な
影
響
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
類
推
適
用
を
主
張
す
る
見
解
も
あ
る
が
︵
S
ack
,
G
R
U
R
2004,
625

︵
630ff.︶︶、
支
持
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
kam
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

16
R
n
.
29;
P
ip
er
/
O
h
ly
/
S
osn
itza,
U
W
G
,
5.
A
u
fl.,
2010,

16
R
n
.
29;
H
arte-B
av
en
d
am
m
/

60

§
§

H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
D
reyer,
U
W
G
,
2.
A
u
fl.,
2009,

16
R
n
.
25.

§

︵

︶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条

法
律
上
の
禁
止
に
違
反
す
る
法
律
行
為
は
、
そ
の
法
律
か
ら
別
段
の
こ
と
が
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

61
︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.(F
n
.
11︶,

13
R
n
.
39;
L
ettl,
a.a.O
.︵
F
n
.
21︶,

1
R
n
.
42;
K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
156f.;

62

§
§

§

M
ü
n
ch
K
om
m
/
A
rm
b
rü
ster,B
G
B
,5.A
u
fl.,2006,

134
R
n
.67;P
alan
d
t
/
H
ein
rich
s,B
G
B
,67.A
u
fl.,2008,

134
R
n
.24;S
tau
d
in
g
er
/
S
ack
︵
2003︶,

§
§

B
G
B
,

134
R
n
.4ff.u
.304;A
lex
an
d
er,V
ertrag
u
n
d
u
n
lau
terer
W
ettb
ew
erb
,2002,S
.88
ff.;L
eistn
er,R
ich
tig
er
V
ertrag
u
n
d
lau
terer
W
ettb
ew
erb
,

§

S
.
529
ff.;
S
ack
,
G
R
U
R
2004,
625︵
626︶;
F
ezer,
W
R
P
2003,
127︵
129︶;
F
ezer,
W
R
P
2007,
855︵
860︶;
K
öh
ler,
JZ
2010,
767︵
768f.︶.

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
156.

63

§

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
kam
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
156.

64

§

︵

︶

S
ack
,
G
R
U
R
2004,
625︵
626︶.

65
︵

︶

L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
530.

66
︵

︶

L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
531f.

67
︵

︶

A
lex
an
d
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
93.

68
︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
kam
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

16
R
n
.
51;
P
ip
er
/
O
h
ly
/
S
osn
itza,
U
W
G
,
5.
A
u
fl.,
2010,

16
R
n
.
54;
H
arte-B
av
en
d
am
m
/

69

§
§

H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
D
reyer,
U
W
G
,
2.
A
u
fl.,
2009,

16
R
n
.
55.

§

︵

︶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条

⑴

善
良
の
風
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

70

⑵

特
に
、
相
手
方
の
強
制
状
態
、
無
経
験
、
判
断
力
の
欠
如
ま
た
は
重
大
な
意
思
薄
弱
を
利
用
し
て
、
あ
る
給
付
に
対
し
自
己
ま
た
は
第
三
者
に
財
産
的
利
益
を
約

束
ま
た
は
提
供
さ
せ
る
法
律
行
為
は
、
そ
の
財
産
的
利
益
が
給
付
に
対
し
て
著
し
い
不
均
衡
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

︵

︶

E
m
m
erich
,a.a.O
.︵
F
n
.11︶,

14
R
n
.86;L
ettl,a.a.O
.︵
F
n
.21︶,

1
R
n
.42;K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,U
W
G
,28.A
u
fl.,2010,

3
R
n
.157;P
ip
er
/
O
h
ly

71

§
§

§

/
S
osn
itza,U
W
G
,5.A
u
fl.,2010,

7
R
n
.20;Jau
ern
ig
/Jau
ern
ig
,B
G
B
,13.A
u
fl.2009,

138
R
n
.5;M
ü
n
ch
K
om
m
/
A
rm
b
rü
ster,B
G
B
,5.A
u
fl.,2006,

§
§

138
R
n
.8;S
tau
d
in
g
er/
S
ack
︵
2003︶,B
G
B
,

138
R
n
.6ff.u
.70ff.;P
alan
d
t
/
H
ein
rich
s,B
G
B
,67.A
u
fl.,2008,

138
R
n
.18;A
lex
an
d
er,a.a.O
.︵
F
n
.

§
§

§

62︶,S
.98
ff.;F
ezer,W
R
P
2003,127︵
129︶;S
ack
,G
R
U
R
2004,625︵
626f.︶;A
u
g
en
h
ofer,W
R
P
2006,169︵
173︶;a.A
.,N
asall,N
JW

2006,127︵
129︶.
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︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
157.

72

§

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

3
R
n
.
157.

73

§

︵

︶

M
ü
n
ch
K
om
m
/
A
rm
brü
ster,
B
G
B
,
5.
A
u
fl.,
2006,

138
R
n
.
8.

74
§

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.
a.
O
.︵
F
n
.
11︶

14
R
n
.
86.

75
§

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,U
W
G
,28.A
u
fl.,2010,

3
R
n
.157;K
öh
ler,G
R
U
R
2003,265︵
267︶.V
g
l.B
G
H
,U
rt.v
.22.4.1997,N
JW
1997,2314︹
無
限
連
鎖

76

§

講
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
に
よ
る
無
効
を
肯
定
︺.

︵

︶

S
tau
d
in
g
er
/
S
ack
︵
2003︶,
B
G
B

138
R
n
.
9;
M
ü
n
ch
K
om
m
/
A
rm
b
rü
ster,
B
G
B
,
5.
A
u
fl.,
2006,

138
R
n
.
6.

77

§
§

他
に
、
裁
判
例
と
し
て
、
B
G
H
,
U
rt.
v
.
29.
6.
2005,
N
JW

2005,
2991︵
2992f.︶︹
法
律
知
識
や
取
引
経
験
の
な
い
老
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
虚
偽
の
懸
賞
付
き
の

日
用
品
販
売
の
広
告
を
組
織
的
に
繰
り
返
し
送
付
、
勧
誘
し
、
か
つ
懸
賞
を
獲
得
す
る
た
め
と
急
き
た
て
て
、
商
品
を
短
期
間
に
繰
り
返
し
購
入
さ
せ
た
事
案
で
、
悪

意
の
欺
罔
に
加
え
て
、
法
律
行
為
を
そ
の
全
体
的
評
価
に
お
い
て
良
俗
違
反
と
評
価
さ
せ
る
事
情
が
存
在
す
る
と
し
た
︺;
L
G
T
rier,
U
rt.
v
.
9.
10.
1973,
N
JW

1974,

151︹
昼
食
、
午
後
の
軽
食
、
動
物
園
訪
問
、
レ
ス
ト
ラ
ン
代
が
一
〇
マ
ル
ク
で
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
バ
ス
旅
行
︵
K
affeefah
rt︶
で
、
客
が
、
市
場
価
格
の
一
・
五
倍
か

ら
三
倍
も
の
価
格
で
商
品
を
買
わ
さ
れ
た
事
案
で
、
二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
条
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
当
然
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
の

意
味
で
の
良
俗
違
反
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
件
で
は
、
主
催
者
は
顧
客
の
無
経
験
を
利
用
し
て
過
大
な
利
益
を
得
て
お
り
、
契
約
は
暴
利
行
為
と
認
め
ら
れ
る

と
し
た
︺
を
参
照
。

︵

︶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
〇
六
条
一
項
︵
二
〇
一
〇
年
六
月
一
〇
日
ま
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
九
九
条
一
項
お
よ
び
同
五
〇
〇
条
︶
に
よ
り
、
支
払
猶
予
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
な
ど
に

78
準
用
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶

二
〇
一
〇
年
六
月
一
〇
日
ま
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
〇
五
条
一
項
。

79
︵

︶

撤
回
権
を
、
熟
慮
期
間
の
付
与
に
よ
り
消
費
者
の
判
断
力
の
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
と
位
置
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
河
上
正
二
﹁﹃
ク
ー
リ
ン
グ
オ

80
フ
﹄
に
つ
い
て
の
一
考
察
︱
︱
﹃
時
間
﹄
と
い
う
名
の
後
見
人
︱
︱
﹂
法
学
六
〇
巻
六
号
一
六
六
頁
以
下
︵
一
九
九
七
年
︶。

︵

︶

す
で
に
わ
が
国
で
も
多
数
の
紹
介
、
検
討
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
藤
田
寿
夫
﹁
説
明
義
務
違
反
と
不
当
威
圧
﹂
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号
一
七
七
頁
以

81
下
︵
一
九
九
八
年
︶、
潮
見
佳
男
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
の
展
開
﹂
同
﹃
契
約
法
理
の
現
代
化
﹄
一
四
二
頁
以
下
︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
︹
該
当
部
分

の
初
出
は
一
九
九
九
年
︺︶、
川
角
由
和
﹁
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
﹃
契
約
締
結
上
の
過
失
﹄︵
cu
lp
a
in
con
trah
en
d
o︶﹂
川
角
由
和
・
中
田
邦
博
・
潮
見
佳
男
・

松
岡
久
和
編
集
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向
と
課
題
﹄
二
四
七
頁
以
下
︵
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
︶、
宮
下
修
一
﹃
消
費
者
保
護
と
私
法
理
論
︱
︱
商
品
先
物
取
引

と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
素
材
と
し
て
︱
︱
﹄
八
九
頁
以
下
︵
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
︶、
栗
田
晶
﹁
交
渉
過
程
に
お
け
る
説
明
義
務
理
論
の
構
造
︱
︱
瑕
疵
な
き
意

思
表
示
に
向
け
ら
れ
た
説
明
義
務
違
反
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
法
学
政
治
学
論
究
六
九
号
三
二
五
頁
以
下
︵
二
〇
〇
六
年
︶、
古
谷
貴
之
﹁
ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開

︱
︱
制
度
間
競
合
論
の
視
点
か
ら
︱
︱
﹂
同
志
社
法
学
五
九
巻
三
号
一
四
七
九
頁
以
下
︵
二
〇
〇
七
年
︶
を
参
照
。

︵

︶

財
産
損
害
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
原
則
と
し
て
差
額
説
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、﹁
あ
る
者
が
、
責
任
を
基
礎
づ
け
る
行
為
態
様
に

82
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よ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
契
約
を
締
結
さ
せ
ら
れ
た
場
合
、
客
観
的
に
は
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
性
が
保
持
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

給
付
が
彼
の
目
的
に
と
っ
て
完
全
に
は
有
用
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
産
損
害
を
被
り
う
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
た
め
︵
B
G
H
,
U
rt.
v
.
26.
9.
1997,
N
JW

1998,
302

︵
304︶︹
税
金
見
積
も
り
過
誤
事
件
︺︶、
財
産
損
害
の
要
件
は
実
務
上
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
と
の
評
価
も
あ
る
︵
B
am
b
erg
er
/
R
oth
-
G
eh
rlein
/

S
u
tsch
et,B
eck
O
K
B
G
B
,2010,16.E
d
.

311
R
n
.42︶。
連
邦
通
常
裁
判
所
が
、
契
約
締
結
上
の
過
失
が
明
文
化
さ
れ
た
現
行
法
の
も
と
で
も
財
産
損
害
を
要
求
す

§
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
O
L
G
D
resd
en
,U
rt.v
.4.1.2006,N
JW
-R
R
2006,1429︵
1430︶
は
、
財
産
損
害
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
財

産
損
害
要
件
を
不
要
と
す
る
見
解
と
し
て
、
L
oren
z,
Z
IP
1998,
1053︵
1055︶;
G
rig
oleit,
N
JW

1999,
900︵
901f.︶;
F
leisch
er,
A
cP
200︵
2000︶,
91︵
111ff.︶;

F
ik
en
tsch
er/
H
ein
em
an
n
,S
ch
u
ld
rech
t,10.A
u
fl.,2006,R
n
.96;W
esterm
an
n
/
B
y
d
lin
sk
i/
W
eb
er,B
G
B
-S
ch
u
ld
rech
t
A
llg
em
ein
er
T
eil,6.A
u
fl.,2007,

R
n
.
11/23;
L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
869ff.;
M
ed
icu
s/
L
oren
z,
S
ch
u
ld
rech
t
I
A
llg
em
ein
er
T
eil,
18.
A
u
fl.,
2008,

14
R
n
.
109;
L
oosch
eld
ers,

§

S
ch
u
ld
rech
t
A
llg
em
ein
er
T
eil,
8.
A
u
fl.,
2010,
R
n
.
195
な
ど
を
参
照
。

︵

︶

K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,U
W
G
,28.A
u
fl.,2010,E
in
l.R
n
.7.13.
な
お
、
L
eistn
er,a.a.O
.︵
F
n
.62︶,S
.975ff.
は
、
契
約
法
と
競
争
法
の
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
、

83
逆
に
契
約
締
結
上
の
過
失
に
関
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
基
準
が
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
違
反
判
断
の
指
標
と
な
り
う
る
と
す
る
。

︵

︶

L
oren
z,D
er
S
ch
u
tz
v
or
d
em
u
n
erw
ü
n
sch
ten
V
ertrag
,1997,S
.498ff.
ほ
ぼ
同
様
の
場
面
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
対
応
し
よ

84
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
W
eiler,B
eein
flu
ß
te
W
illen
serk
läru
n
g
,2001,S
.630ff.も
参
照
。
L
eistn
er,a.a.O
.︵
F
n
.62︶,S
.985ff.
は
、
こ
れ
ま
で
判
例
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
て
き
た
事
例
群
を
参
照
し
つ
つ
も
、
注
︵

︶
で
述
べ
た
考
え
か
ら
、
不
意
打
ち
や
回
避
可
能
性
の
欠
如
、
時
間
的
圧
迫
と
い
っ
た
付
加
的
事
情
が
あ
っ
た

83

場
合
に
の
み
Ｕ
Ｗ
Ｇ
︵
と
く
に
四
条
一
号
や
二
号
︶
違
反
を
認
め
、
か
つ
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
責
任
を
肯
定
す
べ
き
と
す
る
。
た
だ
し
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
ヴ
ァ

イ
ラ
ー
も
同
様
の
限
定
を
加
え
て
い
る
。

︵

︶

K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
268
u
.
271︶;
L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
888ff.
u
.
985ff.

85
︵

︶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
︻
物
の
瑕
疵
︼

⑴

物
は
、
危
険
移
転
に
際
し
て
、
合
意
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
と
き
は
、
物
の
瑕
疵
が
な
い
も
の
と
す
る
。
性
質
が
合
意
さ

86
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
以
下
の
場
合
に
、
そ
の
物
は
、
物
の
瑕
疵
が
な
い
も
の
と
す
る
、

�

そ
の
物
が
、
契
約
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
適
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
他
、

�

そ
の
物
が
、
通
常
の
使
用
に
適
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
種
の
物
に
お
い
て
通
常
で
あ
り
、
買
主
が
物
の
種
類
に
従
っ
て
期
待
し
う
る
性
質
を
示
す
場
合
。

二
文
二
号
に
い
う
性
質
に
は
、
売
主
、
製
造
者
︵
製
造
物
責
任
法
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
︶
ま
た
は
そ
の
補
助
者
に
よ
り
公
に
さ
れ
た
表
示
に
従
っ
て
、
と
り
わ
け
広

告
ま
た
は
物
の
一
定
の
性
質
に
つ
い
て
の
表
示
に
お
い
て
、
買
主
が
期
待
し
う
る
性
質
も
ま
た
こ
れ
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
売
主
が
そ
の
表
示
を
知
ら
ず
か
つ
知
り
う

べ
き
で
も
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
表
示
が
契
約
締
結
時
に
同
様
の
方
法
で
訂
正
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
表
示
が
売
買
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。︵
二
項
以
下
略
︶

︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,
E
in
l.
R
n
.
7.12.

87
︵

︶

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
︻
損
害
賠
償
義
務
︼

⑴

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
、
他
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
所
有
権
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害

88
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し
た
者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

⑵

他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
違
反
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
の
責
任
を
負
う
。
法
律
の
内
容
に
よ
れ
ば
過
責
が
な
く
と
も
こ
の
法
律
に
対
す
る
違
反
を
生

ず
る
場
合
に
は
、
賠
償
義
務
は
、
過
責
が
あ
る
場
合
に
の
み
生
ず
る
。

︵

︶

B
G
H
,U
rt.v
.20.12.1988,B
G
H
Z
106,229︵
232ff.︶
=
G
R
U
R
1989,225︵
226︶;B
G
H
,U
rt.v
.20.5.2009,N
JW
2009,2958︵
2959︶︹
第
二
電
子
メ
ー
ル

89
判
決
︱
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
一
項
に
よ
り
差
止
請
求
権
を
肯
定
︺;K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,U
W
G
,28.A
u
fl.,2010,

7
R
n
.119,195
u
.199;H
arte-B
av
en
d
am
m
/

§

H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
U
bber,U
W
G
,2009,2.A
u
fl.,

7
R
d
n
135;P
ip
er
/
O
h
ly,U
W
G
,5.A
u
fl.,2010,R
n
.18f.
詳
し
く
は
、
宗
田
貴
行
﹃
迷
惑
メ
ー
ル
規
制
法

§

概
説
﹄︵
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
六
年
︶
一
〇
〇
頁
以
下
を
参
照
。

︵

︶

B
T
-D
ru
ck
s.
15/1487,
S
.
22.

90
︵

︶

こ
れ
に
対
し
て
、
一
六
条
が
保
護
法
規
で
あ
る
こ
と
に
ほ
ぼ
争
い
は
な
い
。
B
G
H
S
t.,
U
rt.
v
.
30.
5.
2008,
G
R
U
R
2008,
818︵
825︶;
K
öh
ler
/
B
orn
kam
m
,

91
U
W
G
,28.A
u
fl.,2010

16
R
n
.29
u
.51
m
.w
.N
.;P
ip
er
/
O
h
ly
/
S
osn
itza,U
W
G
,5.A
u
fl.,2010

16
R
n
.29;H
arte-B
av
en
d
am
m
/
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/

§
§

D
reyer,
U
W
G
,
2.
A
u
fl.,
2009

16
R
n
.
25
u
.
55;
A
lex
an
d
er,
W
R
P
2004,
407︵
420︶.
立
法
者
の
見
解
も
同
様
︵
B
T
-D
ru
ck
s.
15/1487,
S
.
22︶。

§

︵

︶

B
G
H
,
U
rt.
v
.
14.
5.
1974,
N
JW

1974,
1503︵
1505︶.

92
︵

︶

B
T
-D
ru
ck
s.
15/1487,
S
.
22,
34,
43.

93
︵

︶

L
ettl,a.a.O
.︵
F
n
.21︶,

8
R
n
.74;K
öh
ler/
B
orn
k
am
m
,U
W
G
,28.A
u
fl.,2010,E
in
l.R
n
.7.5,

3
R
n
.159,

8
R
n
.3.4,

9
R
n
.1.10;P
ip
er
/
O
h
ly
/

94

§
§

§
§

S
osn
itza,
U
W
G
,
5.
A
u
fl.,
2009,
E
in
f.
D
R
n
.
62,

9
R
n
.
23;
H
arte-B
av
en
d
am
m
/
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
/
G
old
m
an
n
,
U
W
G
,
2.
A
u
fl.,
2009,

9
R
n
.
10;

§
§

S
oerg
el
/
S
p
ick
h
off,B
G
B
,13.A
u
fl.,2005,

823
R
n
.200;P
alan
d
t
/
S
p
rau
,B
G
B
,67.A
u
fl.,2008,

823
R
n
.71;A
lex
an
d
er,a.a.O
.︵
F
n
.62︶,S
.131ff.;

§
§

L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
567ff.;
K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
266ff.︶.

︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
266ff.︶
が
極
め
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

95
︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

8
R
n
.
3.4.

96

§

︵

︶

K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
,
U
W
G
,
28.
A
u
fl.,
2010,

10
R
n
.
1.10.

97

§

︵

︶

E
m
m
erich
,a.a.O
.︵
F
n
.11︶,

14
R
n
.83
u
.

23
R
n
.3,7
u
.9;S
ack
,G
R
U
R
2004,625︵
629f.︶;S
aeck
er,W
R
P
2004,1201,1219f.;K
essler,W
R
P

98

§
§

2005,
264︵
272f.︶;
A
u
g
en
h
ofer,
W
R
P
2006,
169︵
175ff.︶;
F
ezer,
W
R
P
2006,
781︵
788f.︶;
S
ack
,
W
R
P
2009,
1330︵
1332f.︶.

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

14
R
n
.
83.

99

§

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

23
R
n
.
3,
F
ezer,
W
R
P
2006,
781︵
788f.︶.

100

§

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

23
R
n
.
9.

101

§

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

23
R
n
.
7.

102

§

︵

︶

A
u
g
en
h
ofer,
W
R
P
2006,
169︵
175f.︶.

103
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︵

︶

S
ack
,
G
R
U
R
2004,
625︵
630︶.

104
︵

︶

二
〇
〇
四
年
改
正
前
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
三
ａ
条

⑴

四
条
に
い
う
真
実
に
反
し
か
つ
誤
認
を
惹
起
す
る
に
足
り
る
広
告
表
示
が
、
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
人
的
集
団
に
と
っ

105
て
契
約
締
結
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
広
告
表
示
に
よ
り
購
入
へ
と
決
定
づ
け
ら
れ
た
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
告
が
第

三
者
の
表
示
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
当
該
表
示
が
真
実
に
反
し
、
か
つ
誤
認
を
惹
起
す
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
相
手
方
契
約
当
事
者
が
知
り
ま
た
は
知
り

う
べ
き
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
当
該
表
示
を
含
む
広
告
を
自
ら
の
措
置
に
よ
り
自
ら
の
た
め
に
利
用
し
た
と
き
に
の
み
、
購
入
者
は
解
除
権
を
有
す
る
。︵
二
項
以
下

略
︶

︵

︶

F
ezer,
W
R
P
2001,
989;
F
ezer,
W
R
P
2003,
127ff.;
S
ack
B
B
2003,
1073︵
1078f.︶;
S
ack
,
G
R
U
R
2004,
625.

106
︵

︶

B
G
H
,
U
rt.
v
.
7.
10.
1993,
G
R
U
R
1994,
126.

107
︵

︶

B
T
-D
ru
ck
s.
15/1487,
S
.
14f.

108
︵

︶

E
m
m
erich
,a.a.O
.︵
F
n
.11︶,

23
R
n
.5;K
öh
ler
/
B
orn
k
am
m
/
H
en
n
in
g
-B
od
ew
ig
,W
R
P
2002,1317︵
1327︶;K
öh
ler,G
R
U
R
2003,265︵
266ff.︶;

109

§

S
osn
itza,
G
R
U
R
2003,
739︵
744f.︶;
L
ettl,
G
R
U
R
2004,
449︵
460︶.

︵

︶

E
m
m
erich
,
a.a.O
.︵
F
n
.
11︶,

23
R
n
.
5.

110

§

︵

︶

K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
266︶.

111
︵

︶

K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
267︶.

112
︵

︶

K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
271︶.

113
︵

︶

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化
に
際
し
て
、
攻
撃
的
取
引
方
法
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
の
無
効
が
定
め
ら
れ
た
︵
フ
ラ
ン
ス
消
費
法
典

114
Ｌ
．
一
二
二
-
一
五
条
︶。
こ
れ
に
つ
き
、
馬
場
・
前
掲
注
︵

︶
甲
南
法
学
五
〇
巻
二
・
三
号
一
五
〇
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
︵

︶
現
代
消
費
者
法
六
号
三
八
頁
以

33

33

下
を
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
と
比
較
す
る
と
、
撤
回
権
に
と
ど
ま
ら
ず
、
無
効
ま
で
認
め
る
こ
と
は
、
攻
撃
的
と
の
判
断
を
極
め
て
慎
重
に
さ
せ
る
方
向
に
作

用
し
な
い
か
と
の
懸
念
を
生
じ
さ
せ
る
。

第
四
章

Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
協
働
関
係

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
競
争
事
業
者
や
消
費
者
団
体
等
の
請
求
権
を
認
め
る
一
方
で
、
消
費
者
個
人
の
請
求
権
を
定
め

て
い
な
い
。
学
説
上
も
、
不
公
正
な
取
引
方
法
に
基
づ
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
違
反
自
体
を
根
拠
に
契
約
を
無
効

と
し
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
・
同
一
三
八
条
︶
、
あ
る
い
は
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
な
い
し
七
条
を
保
護
法
規
と
し
て
不
法
行
為
法
に
よ
る
損
害
賠
償
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請
求
を
認
め
る
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
︶
見
解
は
有
力
説
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
者
個
人
の
契
約
解
消
権
あ
る
い
は
損

害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
撤
回
権
、
詐
欺
・
強
迫
、
契
約
締
結
上
の
過
失
な
ど
の
要
件
が
個
別
に
満
た
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
消
費
者
の
保
護
は
集
団
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら

み
た
と
き
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
︵
個
別
当
事
者
を
基
準
と

し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
義
務
群
︶
と
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
な
お
除
去
や
差
止
め
な
ど
の
集
団
的
保
護
措
置
が
と
ら
れ
る
べ

き
義
務
群
︵
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
︶
と
が
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

近
時
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
義
務
群
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る

義
務
群
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
義
務
群
と
対
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
の
か
︵
一
︶
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務

群
が
独
自
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
し
て
、
義
務
を
高
度
化
す
る
必
要
性
は
ど
の
点
に
あ
る
の
か
︵
二
︶
を
検
討
す
る
。

一

Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
の
有
す
る
独
自
の
機
能

⑴

二
重
の
防
護
壁
︱
︱
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防

⒜

Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
義
務
群
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
契
約
法
が
、
消
費
者
に
対
す
る
不

当
な
影
響
に
対
し
て
、
契
約
解
消
権
︵
取
消
権
、
撤

(

)

回
権
、
解
除
権
︶
の
保
障
や
調
整
請
求
権
︵
瑕
疵
担
保
責
任
、
契
約
締
結
上
の
過
失
︶

115

に
よ
っ
て
抵
抗
的
︵
r
e
p
r
e
s
s
iv
︶
に
応
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
競
争
法
は
、
消
費
者
を
一
般
予
防
的
︵
g
e
n
e
r
a
l-

p
räv
en
tiv
︶
に
保
護
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
行
為
上
の
決
定
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
お
り
、
市
場
行
為
規
制
に
よ
り

間
接
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
競
争
法
上
の
消
費
者
保
護
は
、
契
約
法
上
の
保
護
に
時
間
的
に
先
行
し
、
物
的
に
こ
れ
を
大
き
く
越
え
て
い

る
、
と
の
見
解
が

(

)

あ
る
。

116

⒝

と
く
に
情
報
提
供
義
務
に
関
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
た
近
時
の
論
考
と
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し
て
、
こ
こ
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
︵
C
h
ristop
h
B
u
sch
︶
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
需
要
者
の

決
定
自
由
の
周
り
を
囲
む
二
重
の
防
護
壁
︵
zw
ei
k
on
zen
trisch
e
S
ch
u
tzw
älle︶
を
構
成
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
競
争
法
上
の
誤
認
惹
起
の
禁
止
と
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
情
報
提
供
義
務
は
、
契
約
法
上
の
情
報
提
供
要
請

︵
In
fo
rm
a
tio
n
sg
e
b
o
te︶
を
補
充
し
、
情
報
に
関
す
る
保
護
の
前
倒
し
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ

(

)

五
条
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

117

情
報
提
供
要
請
は
、
あ
り
う
る
契
約
上
の
侵
害
を
事
前
的
に
回
避
す
る
こ
と
に
寄
与
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
瑕
疵
が
あ
り
、
解
消
が
可

能
な
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
合
意
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
p
acta
su
n
t
serv
an
d
a︶
﹂

の
原
則
を
間
接
的
に
強
め
て

(

)

い
る
。

118

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
競
争
法
上
の
情
報
提
供
義
務
と
契
約
法
上
の
情
報
提
供
義
務
は
、
そ
れ
ら
が
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不

十
分
な
情
報
を
基
礎
に
し
た
契
約
の
締
結
か
ら
の
、
時
間
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
保
護
を
提
供
し
う
る
。
契
約
交
渉
段
階
に
な
っ
て
初

め
て
介
入
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
契
約
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
う
情
報
提
供
義
務
は
、
時
間
的
に
先
行
す
る
広
告
段
階
で

の
競
争
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
う
情
報
提
供
義
務
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
個
人
保
護
の
観
点
か
ら
は
、
競
争
法
上
の
情
報
要
請

は
、
い
わ
ば
契
約
法
に
先
行
す
る
防
護
壁
を
形
成
し
、
需
要
者
の
私
的
自
治
的
決
定
に
対
す
る
危
険
を
す
で
に
契
約
勧
誘
と
い
う
早
い

段
階
に
お
い
て
阻
止
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
競
争
法
と
契
約
法
の
情
報
体
系
︵
In
form
ation
sreg
im
e︶

は
、
需
要
者
の
決
定
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
、
同
心
円
状
に
お
か
れ
た
二
重
の
﹁
防
護
壁
﹂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
事

案
状
況
に
応
じ
て
、
あ
る
と
き
は
内
側
の
︵
契
約
法
上
の
︶
防
護
壁
が
、
ま
た
あ
る
と
き
は
外
側
の
︵
競
争
法
上
の
︶
防
護
壁
が
効
果
的

に
作
用
し

(

)

う
る
。

119

競
争
法
上
の
防
護
壁
に
よ
る
、
決
定
自
由
に
対
す
る
侵
害
の
事
前
的
回
避
と
い
う
観
点
は
、
と
く
に
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
有
用
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
法
上
の
情
報
提
供
義
務
に
よ
る
保
護
の
有
効
性
は
、
消
費
者
が
契
約
締
結
後
に
、
購
入
し
た
製
品
に
つ
き
事

前
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
不
利
益
を
知
り
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
経
験
的
性
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質
︵
消
費
過
程
で
理
解
で
き
る
性
質
︱
︱
筆
者
注
︶
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
関
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、
信
頼
的
性
質
︵
購
入
後
も

消
費
者
に
は
本
質
的
に
理
解
で
き
な
い
性
質
︱
︱
筆
者
注
︶
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
存
在
し
な
い
か
、
認
識
す
る
た
め
に
非

常
に
高
い
費
用
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
安
価
な
日
用
品
の
場
合
に
は
、
自
己
の
権
利
を
裁
判
上
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
も
、
不
告
知
に

よ
り
生
じ
た
損
害
と
不
均
衡
な
裁
判
費
用
や
リ
ス
ク
が
生
じ
る
た
め
、
消
費
者
は
通
常
、
高
価
で
長
持
ち
す
る
商
品
に
関
し
て
し
か
、

契
約
法
上
の
権
利
を
裁
判
上
貫
徹
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
競
争
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
う
情
報
提
供
義
務

を
課
す
こ
と
で
、
侵
害
を
事
前
的
に
予
防
す
る
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
安
価
な
日
用
品
の
場
合
に
は
、
消
費
者
が
契
約
上
の

権
利
を
裁
判
上
貫
徹
す
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
ひ
る
む
で
あ
ろ
う
一
方
で
、
消
費
者
団
体
は
、
競
争
法
違
反
の
件
数
が
多
数
に
の
ぼ
れ

ば
、
こ
れ
に
対
し
て
権
利
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
競
争
事
業
者
も
、
彼
の
競
争
者
の
不
公
正
な
取
引
行
為
に
対
し

て
、
消
費
者
よ
り
も
積
極
的
に
権
利
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
信
頼
的
性
質
を
有
す
る
事
実
︵
た
と
え
ば
、
製
造
過
程

や
製
造
環
境
の
問
題
な
ど
︶
が
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
に
関
し
て
も
、
個
々
の
消
費
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
契
約
締

結
後
に
認
識
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
場
を
知
る
競
争
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
を
獲
得

す
る
こ
と
は
よ
り
容
易
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
示
さ
れ
る
べ
き
事
実
が
信
頼
的
性
質
を
有
す
る
場
合
に
は
、
情
報
提
供
義
務
を
、

契
約
法
で
は
な
く
競
争
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
う
も
の
と
し
て
、
侵
害
を
事
前
的
に
予
防
す
る
方
が
効
果
的
で

(

)

あ
る
。

120

⒞

以
上
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
と
契
約
法
の
設
定
す
る
義
務
群
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と

い
う
観
点
に
関
し
て
、
二
重
の
防
護
壁
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
情
報
提
供
義
務
は
、
契
約
法
に
対
し
て
、
需
要
者

の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
︱
予
防
的
機
能
を
有
す
る
。
か
か
る
事
前
的
︱
予
防
的
機
能
は
、
と
く
に
、
購
入
し
た
商
品
が
安
価
な
日

用
品
で
あ
っ
た
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
性
質
が
信
頼
的
性
質
を
有
す
る
た
め
に
、
消
費
者
に
よ
る
権
利
行
使
が
事
実
上
期
待
で
き
な

い
場
合
に
、
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
。
信
頼
的
性
質
と
し
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
は
、
製
造
過
程
や
製
造
環
境
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
、
家
電
品
の
性
能
の
向
上
な
ど
に
つ
い
て
も
、
消
費
者
に
は
違
い
が
よ
く
分
か
ら
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
し
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
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情
報
提
供
義
務
の
方
が
効
果
的
な
対
応
が
可
能
な
事
例
は
、
彼
の
挙
げ
る
も
の
以
外
に
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
Ｕ
Ｗ
Ｇ
と
契
約
法
に
よ
る
二
重
の
防
護
壁
と
い
う
考
え
方
は
、
情
報
提
供
義
務
に
関
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
不

安
や
無
経
験
に
乗
じ
た
り
、
圧
迫
を
加
え
る
な
ど
の
よ
う
に
決
定
自
由
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に

は
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
強
迫
に
よ
る
取
消
権
や
契
約
締
結
上
の
過
失
と
い
っ
た
事
後
的
︱
抵
抗

的
な
契
約
法
上
の
防
護
壁
と
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
︵
と
く
に
同
四
条
一
号
・
二
号
、
同
七
条
、
付
表
二
五
条
以
下
︶
に
よ
る
事
前
的
︱
予
防
的
な
防

護
壁
の
二
重
構
造
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
決
定
自
由
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
よ
う
な
事
例
で
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
場
合

の
よ
う
に
、
契
約
締
結
後
に
な
っ
て
も
自
己
の
決
定
自
由
が
害
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
も
、
安
価
な
日
用
品
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
権
利
遂
行
に
関
す
る
費
用
の
方
が
高
く
つ
く
場
合
に
は
、
消
費

者
に
よ
る
権
利
行
使
は
事
実
上
期
待
で
き
な
い
し
、
決
定
自
由
を
直
接
に
侵
害
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
個
別
事
例
に
お
い
て
意
思
決

定
が
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
断
も
難
し
い
こ
と
か
ら
、
契
約
法
よ
り
も
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
対
応
の
方
が
効
果
的
な
規
制
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら

(

)

れ
る
。

121

⑵

市
場
秩
序
の
維
持
な
ど
そ
の
他
の
機
能

さ
ら
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
規
制
は
、
右
の
よ
う
な
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
の
他
、
競
争
事
業
者
の
利
益
の
保
護
や
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
維
持
に
も
関
わ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⒜

フ
ァ
ウ
ス
ト
︵
F
lorian
F
au
st︶
に
よ
れ
ば
、
決
定
自
由
の
侵
害
は
、
決
定
自
由
を
害
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
契
約
を
さ
せ
ら
れ
た
需
要
者
の
他
、
決
定
自
由
侵
害
が
な
け
れ
ば
取
引
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
事
業
者
を
も
害

す
る
。
さ
ら
に
、
決
定
自
由
侵
害
に
よ
っ
て
、
資
源
が
需
要
者
の
選
好
に
合
致
し
な
い
物
の
生
産
に
投
入
さ
れ
た
り
、
物
の
価
格
が
不

相
応
に
高
く
な
り
、
本
来
そ
の
物
を
欲
し
て
い
る
人
が
取
引
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
害
さ

(

)

れ
る
。

122
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ま
た
、
取
消
権
や
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
契
約
解
消
権
、
金
銭
的
損
害
賠
償
請
求
権
の
い
ず
れ
も
、
被
害
者
の
す
べ
て
が
権
利

を
行
使
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
事
業
者
が
吐
き
出
す
べ
き
利
益
は
決
定
自
由
侵
害
行
為
を
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
か
っ
た
利
益

に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
は
及
ば
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
予
防
的
効
果
は
十
分
で
は

(

)

な
い
。

123

さ
ら
に
、
当
該
需
要
者
が
契
約
締
結
の
時
点
で
決
定
自
由
侵
害
か
ら
脱
し
て
い
た
場
合
で
も
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
予
防
的
保
護
の
必
要

は
あ
る
。
①
ま
ず
需
要
者
に
と
っ
て
は
、
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
勧
誘
行
為
に
よ
っ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
時
間
が
消
費
さ
れ
る
し
、
広
告

が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
時
点
で
は
、
他
事
業
者
の
代
替
品
を
購
入
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
費
者

は
、
投
下
費
用
を
考
慮
に
入
れ
て
、
本
来
な
ら
買
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
商
品
を
買
う
こ
と
す
ら
あ
る
。
②
次
に
競
争
事
業
者
に
関
し

て
は
、
需
要
者
が
一
連
の
経
過
か
ら
そ
の
分
野
全
体
へ
の
信
頼
を
失
い
、
取
引
を
控
え
て
し
ま
っ
た
り
、
投
下
費
用
を
考
慮
に
入
れ
て

そ
の
製
品
を
買
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
不
公
正
な
勧
誘
行
為
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
訪
問
し
た
店
舗
で
、
そ
の
事
業
者
の

他
の
製
品
を
買
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
損
失
を
被
り
う
る
。
③
さ
ら
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
、
取
引
倫
理
の

荒
廃
に
よ
り
、
市
場
に
対
す
る
信
用
が
減
少
し
、
需
要
者
が
取
引
を
抑
制
し
た
り
、
広
告
の
真
実
性
を
検
討
す
る
た
め
に
過
大
な
費
用

を
投
入
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
損
失
が
生
じ

(

)

う
る
。

124

⒝

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
規
制
に
は
、
需
要
者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
の
他
に
、

需
要
者
の
そ
れ
以
外
の
利
益
の
保
護
、
競
争
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
の
保
護
、
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
機
能
が
あ
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ

に
お
い
て
は
、
消
費
者
保
護
は
主
に
消
費
者
団
体
が
担
当
し
て
お
り
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
見
解
を
敷
衍
す
れ
ば
、
消
費
者
団
体
は
、
消
費

者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
、
消
費
者
の
そ
れ
以
外
の
利
益
の
保
護
、
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
市
場
秩
序
の
維
持
の
任
に

当
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

(

)

き
る
。

125
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二

義
務
の
高
度
化
の
必
要
性
︱
︱
乗
数
効
果

で
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
規
制
が
以
上
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
と
し
て
、
そ
の
対
象
行
為
と
し
て
、
法
律
行
為
法
や
契
約
法
に
定
め
る

も
の
よ
り
高
度
の
義
務
群
を
設
定
す
る
必
要
性
は
ど
の
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
の
高
度
化
を
、
個
別
事
例
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
行
為
態
様
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
多
数
の
事
例
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
競
争
事
業
者
や
制
度
と
し
て
の
競
争
、
顧
客
に
対
す
る
侵
害
が
も
た
ら
さ
れ
う
る

と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
ビ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
︵
F
ran
z
B
y
d
lin
sk
i︶
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で

あ

(

)

る
が
、
こ
こ
で
は
説
明
の
比
較
的
詳
細
な
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
︵
C
h
ristian
A
lex
an
d
er︶
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

126
⒜

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
の
活
動
に
は
多
数
の
類
似
の
取
引
の
勧
誘
と
展
開
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
多
数
の
︵
現
実
の
お
よ
び
潜
在
的
な
︶
取
引
の
締
結
は
、
個
別
事
例
に
お
け
る
よ
り
も
大
き
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ

ち
、
個
別
事
例
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
行
為
態
様
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
大
量
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
競
争
者
や
制
度
と

し
て
の
競
争
、
顧
客
に
対
す
る
侵
害
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
︵
乗
数
効
果
︶
。
そ
の
た
め
、
事
業
者
団
体
や
消
費
者
団
体
に
も
差
止
請
求

の
原
告
適
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
競
争
法
は
、
契
約
法
と
異
な
っ
て
、
個
別
事
例
を
越
え
た
広

範
囲
へ
の
効
果
を
有
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て

(

)

い
る
。

127

例
と
し
て
、
個
別
契
約
関
係
に
お
け
る
、
契
約
の
有
効
性
に
と
っ
て
は
な
お
受
け
入
れ
ら
れ
る
程
度
の
強
制
が
、
競
争
に
お
い
て
は

も
は
や
許
容
し
え
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
私
人
が
自
家
用
車
を
売
却
す
る
際
に
異
常
な
ほ
ど
攻
撃
的
に
行
動
し
、

契
約
相
手
方
を
圧
迫
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
最
外
部
の
限
界
が
超
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
法
秩
序
は
な
お
こ
れ
を
、
そ
の
事
例
限

り
の
も
の
だ
と
い
う
理
由
で
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
競
争
に
お
け
る
販
売
戦
略
と
し
て
同
一
の
行
為
が
な
さ
れ

た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
取
引
方
法
が
広
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
多
数
の
潜
在
的
な
契
約
相
手
方
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
危
険
が
差
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し
迫
る
た
め
、
よ
り
以
前
に
か
つ
よ
り
厳
し
く
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

(

)

な
い
。

128

同
様
の
考
慮
は
、
法
取
引
に
お
け
る
誤
認
惹
起
的
表
示
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
。
契
約
法
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
共
通
錯
誤
の

場
合
に
契
約
を
取
り
消
し
う
る
も
の
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
、
意
思
と
表
示
の
不
一
致
が
あ
る
場
合
、
利
益
調
整
は
、
当
事
者
の

個
別
関
係
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
競
争
法
は
、
個
別
関
係
を
超
え
て
及
び
、
競
争
に
お
け
る

誤
っ
た
表
示
は
、
た
と
え
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
取
引
領
域
の
人
の
一
部
が
表
示
を
正
し
く
理
解
し
た
と
し
て
も
、
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
関
係
者
が
誤
っ
た
表
示
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
誤
っ
た
事
実
を
基
礎
に
決
定
が
行
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
秩
序
に
よ
る
保
護
が
必
要
な
の
で

(

)

あ
る
。

129

⒝

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
乗
数
効
果
に
よ
る
説
明
に
対
し
て
は
批
判
も

(

)

あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
①
﹁
模
倣
効
果
﹂
は
、
模
倣
に

130

よ
っ
て
増
大
さ
れ
る
最
低
限
の
競
争
歪
曲
効
果
が
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
存
在
す
る
場
合
に
し
か
説
得
的
で
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
れ

は
、
迷
惑
的
効
果
が
反
復
に
よ
り
何
倍
に
も
な
り
う
る
過
大
な
迷
惑
行
為
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
る
が
、
同
一
ま
た
は
同
等
の
形
式
で

繰
り
返
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
誤
認
惹
起
に
関
し
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、
②
契
約
法
が
一
定
の
形
式
の
影
響
を
受
け
入
れ
ま
た
は
詳
細

に
規
制
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
立
法
上
の
評
価
で
あ
り
、
競
争
法
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
②
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
き
ら
い
が
あ
る
し
、
①
に
つ
い
て
は
、
乗
数
効
果
を
主
張
す
る
見
解
は
、
競
争
事
業
者
や
制

度
と
し
て
の
競
争
へ
の
影
響
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
別
消
費
者
の
決
定
自
由
に
対
す
る
悪
影
響
の
増
大
の
み
を
取

り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
批
判
が
か
み
合
っ
て
い

(

)

な
い
。

131

三

小

括

以
上
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

⑴

決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
の
た
め
の
防
御
壁
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消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
と
い
う
観
点
に
関
し
て
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義

務
群
︵
個
別
当
事
者
を
基
準
と
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
設
定
す
る
義
務
群
︶
と
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
な
お
除
去
や
差
止
め
の
措
置
が

と
ら
れ
る
べ
き
義
務
群
︵
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
群
︶
と
は
、
い
わ
ば
二
重
の
防
護
壁
を
な
し
て
い
る
。

契
約
法
が
、
消
費
者
に
対
す
る
不
当
な
影
響
に
対
し
て
事
後
的
︱
抵
抗
的
な
防
護
壁
を
形
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設

定
す
る
義
務
群
は
、
事
前
的
︱
予
防
的
な
防
護
壁
を
形
成
し
、
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
回
避
と
い
う
機
能
を
有
し
て
お
り
、
こ
こ

に
、
右
義
務
群
の
独
自
の
機
能
が
存
在
す
る
。

こ
の
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
防
護
壁
に
よ
る
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
回
避
と
い
う
観
点
は
、
と
く
に
消
費
者
に
よ
る
契
約
法
上
の
権
利
の
行
使

が
事
実
上
期
待
で
き
な
い
場
合
に
、
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
は
、
①
消
費
者
が
購
入
後
も
本
質
的
に
理

解
で
き
な
い
事
実
︵
信
頼
的
性
質
を
有
す
る
事
実
︶
に
つ
い
て
の
説
明
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
の
存
在

あ
る
い
は
説
明
さ
れ
た
事
実
の
不
存
在
を
消
費
者
が
認
識
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
認
識
す
る
た
め
に
非
常
に
高
い
費
用
を
要
す
る
場

合
、
②
商
品
が
安
価
な
日
用
品
で
あ
り
、
損
害
が
軽
微
で
あ
る
た
め
に
、
消
費
者
が
自
己
の
権
利
を
裁
判
上
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
も
、

不
告
知
あ
る
い
は
直
接
的
な
決
定
自
由
侵
害
に
よ
り
生
じ
た
損
害
と
不
均
衡
な
裁
判
費
用
や
リ
ス
ク
が
生
じ
る
た
め
、
消
費
者
に
よ
る

裁
判
上
の
権
利
行
使
を
事
実
上
期
待
で
き
な
い
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵

そ
の
他
の
機
能

Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
規
制
に
は
、
か
か
る
消
費
者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
の
他
、
一
⑵
で
述
べ
た
需
要
者
の
そ
れ
以
外
の
諸
利

益
の
保
護
、
競
争
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
の
保
護
、
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
機
能
も
あ
る
。

⑶

義
務
の
高
度
化
の
根
拠
と
し
て
の
乗
数
効
果

こ
の
よ
う
な
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
設
定
す
る
義
務
が
高
度
に
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
個
別
事
例
限
り
の
も
の
と

し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
行
為
態
様
で
あ
っ
て
も
、
当
該
事
業
者
に
よ
る
反
復
継
続
あ
る
い
は
他
事
業
者
に
よ
る
模
倣
に
よ
っ
て
、
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そ
れ
が
多
数
の
事
例
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
競
争
事
業
者
や
制
度
と
し
て
の
競
争
を
害
し
、
多
数
の
潜
在
的
な
顧
客
を
大
き
な
危
険

に
さ
ら
す
場
合
が
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
は
、
よ
り
以
前
の
か
つ
よ
り
厳
し
い
規
制
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
点
に
あ
る
。

⑷

消
費
者
団
体
の
果
た
す
役
割

さ
て
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
消
費
者
保
護
は
集
団
的
保
護
を
意
味
す
る
と
さ
れ
、
消
費
者
保
護
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
の

は
主
に
消
費
者
団
体
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
消
費
者
団
体
は
、
右
に
述
べ
た
諸
機
能
の
う
ち
、
消
費
者
の
決
定
自
由

侵
害
の
事
前
的
予
防
の
他
、
消
費
者
の
そ
れ
以
外
の
諸
利
益
の
保
護
、
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
目
的

の
た
め
に
、
除
去
請
求
権
、
差
止
請
求
権
お
よ
び
利
益
剥
奪
請
求
権
を
行
使
し
て
お
り
、
個
別
消
費
者
は
こ
れ
に
よ
り
間
接
的
に
保
護

さ
れ
る
。
二
〇
〇
八
年
改
正
以
前
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
規
制
対
象
は
競
争
行
為
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
国
内
法
化

に
よ
り
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
規
制
対
象
は
今
や
契
約
の
広
告
・
勧
誘
か
ら
履
行
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
市
場
秩
序
維
持

の
た
め
に
消
費
者
団
体
が
果
た
す
役
割
も
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
が
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
並
ん
で
、
事
業
者
の
取
引
行
為
が

有
す
る
乗
数
効
果
を
根
拠
に
義
務
を
高
度
化
し
、
消
費
者
個
人
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
な
お
除
去
や
差
止
め
な
ど
の
集
団

的
保
護
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
義
務
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
消
費
者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
お
よ
び
そ
の
他
の
利
益
の

保
護
、
さ
ら
に
は
市
場
秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
当
事
者
を
基
準
と
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
個
別
的
具
体

的
保
護
と
、
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
集
団
的
一
般
的
保
護
と
が
、
消
費
者
の
決
定
自
由
を
重
層
的
に
保
護
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
章
で
、
日
本
法
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
若
干
の
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検
討
を
行
う
。

︵

︶

た
だ
し
、
撤
回
権
の
構
成
要
件
が
状
況
関
連
的
あ
る
い
は
契
約
類
型
関
連
的
で
あ
っ
て
、
決
定
自
由
の
侵
害
を
要
件
と
し
な
い
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
そ

115
の
意
味
で
、
撤
回
権
は
、
本
文
で
述
べ
て
い
る
両
義
務
群
の
中
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

︵

︶

K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,
265︵
266︶.

116
︵

︶

二
〇
〇
八
年
改
正
前
の
も
の
。
不
作
為
に
よ
る
誤
認
惹
起
も
あ
わ
せ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。

117
︵

︶

B
u
sch
,
In
form
ation
sp
flich
ten
im
W
ettb
ew
erb
s-
u
n
d
V
ertrag
srech
t,
2008,
S
.
165.

118
︵

︶

B
u
sch
,
a.a.O
.︵
F
n
.
118︶,
S
.
165f.

119
︵

︶

B
u
sch
,
a.a.O
.︵
F
n
.
118︶,
S
.
166f.

120
︵

︶

な
お
、
L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
in
sb
es.
S
.
1032ff.
は
、
需
要
者
の
決
定
自
由
の
保
護
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
契
約
法
上
の
義
務
の
基
準
と
競
争
法
上
の

121
義
務
の
基
準
と
は
同
一
で
あ
る
べ
き
︱
︱
競
争
法
上
の
保
護
の
基
準
が
契
約
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
場
合
に
は
、
別
の
正
当
化
を
必
要
と
す
る
︱
︱
と
の
主
張
の
上

に
立
っ
て
、
競
争
法
の
独
自
の
意
義
は
、
個
別
契
約
関
係
に
入
っ
た
顧
客
が
、
損
害
が
軽
微
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
自
己
の
権
利
を
貫
徹
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
意

味
で
の
事
実
上
の
欠
缺
︵
p
rak
tisch
e
D
u
rch
setzu
n
g
slü
ck
en
︶
が
あ
る
場
合
に
、
競
争
事
業
者
や
適
格
性
あ
る
消
費
者
団
体
な
ど
が
個
別
契
約
関
係
の
履
行
を
差

し
止
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
顧
客
が
自
己
の
権
利
や
請
求
権
を
自
ら
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
点
に
あ
る
と
す
る
が
、
独
自
の
見
解
に
と
ど
ま
る
。

︵

︶

F
au
st,
P
räv
en
tiv
er
S
ch
u
tz

d
er
E
n
tsch
eid
u
n
g
sfreih
eit
d
u
rch

d
as
W
ettb
ew
erb
srech
t,
in
:
Z
im
m
erm
an
n
︵
H
rsg
.︶,
S
töru
n
g
en

d
er

122
W
illen
sb
ild
u
n
g
b
ei
V
ertrag
ssch
lu
ss,
2007,
S
.
193︵
194f.︶.

︵

︶

F
au
st,
a.a.O
.︵
F
n
.
122︶,
S
.
195ff.

123
︵

︶

F
au
st,
a.a.O
.︵
F
n
.
122︶,
S
.
204ff.

124
︵

︶

不
公
正
取
引
方
法
指
令
も
、
そ
の
考
慮
理
由
六
、
八
、
一
一
に
お
い
て
、
直
接
的
に
は
消
費
者
保
護
の
高
い
水
準
を
作
り
出
す
こ
と
を
、
間
接
的
に
は
競
争
事
業
者

125
を
保
護
し
、
公
正
な
競
争
を
保
証
す
る
こ
と
を
、
規
制
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
同
指
令
が
、
消
費
者
の
保
護
と
競
争
の
保
護
の
双
方
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を

明
確
に
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
W
u
n
d
erle,
V
erb
rau
ch
ersch
u
tz
im
E
u
rop
äisch
en
L
au
terk
eitrech
t,
2010,
S
.
203ff.
を
参
照
。

︵

︶

F
.
B
y
d
lin
sk
i,
S
y
stem
u
n
d
P
rin
zip
ien
d
es
P
riv
atrech
ts,
1996,
S
.
609f.;
v
g
l.
au
ch
B
eater,
U
n
lau
terer
W
ettb
ew
erb
,
2002,
R
n
.
56ff.

126
︵

︶

A
lex
an
d
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
52f.

127
︵

︶

A
lex
an
d
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
54.

128
︵

︶

A
lex
an
d
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
54f.

129
︵

︶

L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
238ff.

130
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︵

︶

な
お
、
A
lex
an
d
er,a.a.O
.︵
F
n
.62
︶,S
.57
u
.230
は
、
競
争
法
と
契
約
法
の
適
用
領
域
の
区
別
に
つ
い
て
、
顧
客
が
契
約
締
結
と
い
う
決
定
を
行
っ
た
時
点
で
、

131
競
争
関
係
を
特
徴
付
け
る
事
業
者
間
の
並
行
的
緊
張
関
係
は
消
滅
す
る
か
ら
、
顧
客
の
決
定
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
の
く
さ
び
︵
区
切
り
︶
が
競
争
法
か
ら
契
約
法
へ
の

移
行
を
基
礎
付
け
る
、
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
適
用
範
囲
は
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
り
契
約
締
結
時
や
契
約
締
結
後
の
行
為
態
様
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、

他
方
、
契
約
法
上
の
規
制
も
契
約
締
結
段
階
に
及
ん
で
い
る
か
ら
︵
契
約
締
結
上
の
過
失
︶、
こ
の
よ
う
な
切
り
分
け
は
正
当
で
な
い
。
V
g
l.
K
öh
ler,
G
R
U
R
2003,

265︵
266
F
n
.
14︶;
L
eistn
er,
a.a.O
.︵
F
n
.
62︶,
S
.
244ff.

第
五
章

お
わ
り
に
︱
︱
日
本
法
へ
の
示
唆

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
消
費
者
に
対
す
る
不
当
な
勧
誘
や
広
告
に
か
か
わ
る
法
規
制
は
、
民
法
の
ほ
か
、
消
費
者
契
約
法
、
景
品
表

示
法
、
特
定
商
取
引
法
、
割
賦
販
売
法
、
不
正
競
争
防
止
法
︵
た
だ
し
、
消
費
者
の
保
護
は
反
射
的
効
果
に
と
ど
ま
る
︶
、
独
占
禁
止
法

︵
不
当
顧
客
誘
引
や
優
越
的
地
位
の
濫
用
等
の
不
公
正
な
取
引
方
法
︶
、
金
融
商
品
販
売
法
、
金
融
商
品
取
引
法
︵
三
七
条
以
下
︶
、
商
品
取
引

所
法
︵
商
品
先
物
取
引
法
︶
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
︵
四
七
条
、
四
七
条
の
二
︶
な
ど
に
分
散
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
消
費
者
個
人
の
権
利
や
適

格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
、
措
置
や
業
務
停
止
な
ど
の
行
政
的
規
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
範
囲
が
広
範
な
た
め
、
日
本
法
に

関
す
る
本
格
的
な
検
討
は
他
日
を
期
し
、
以
下
で
は
、
特
定
商
取
引
法
の
う
ち
と
く
に
訪
問
販
売
に
関
す
る

(

)

規
律
を
素
材
に
、
ド
イ
ツ

132

法
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一

特
定
商
取
引
法
の
行
為
規
制
の
概
要
︱
︱
と
く
に
訪
問
販
売
に
関
し
て

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
は
、
消
費
者
の
決
定
自
由
を
ゆ
が
め
る
に
足
り
る
行
為
に
関
し
て
、
付
表
も
含
め
て
か
な
り
詳
細
な

構
成
要
件
を
定
め
て
い
る
。
一
方
、
わ
が
国
の
特
定
商
取
引
法
は
訪
問
販
売
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
行
為
規
制
を
定
め
る
。
同
法

に
よ
る
規
制
は
、
省
令
︵
特
定
商
取
引
法
施
行
規
則
︶
も
含
め
て
み
る
と
、
か
な
り
詳
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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⑴

業
者
の
氏
名
お
よ
び
勧
誘
目
的
等
の
明
示
義
務
︵
法
三
条
︶
、
契
約
を
締
結
し
な
い
意
思
を
明
示
し
た
者
に
対
す
る
再
勧
誘
の

禁
止
︵
法
三
条
の
二
︶

⑵

申
込
書
面
・
契
約
書
面
の
交
付
義
務
︵
法
四
条
、
五
条
、
施
行
規
則
三
条
な
い
し
六
条
︶

主
な
記
載
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
権
利
や
役
務
の
種
類
、
②
価
格
や
対
価
、
③
支
払
の
時
期
や
方
法
、
④
引
渡
や
権
利

移
転
の
時
期
、
⑤
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
や
解
除
に
関
す
る
事
項
、
⑥
事
業
者
の
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
、
代
表
者
氏
名
、
⑦
担
当
者
の

氏
名
、
⑧
商
品
名
、
商
標
、
製
造
者
名
、
⑨
商
品
の
型
式
、
⑩
商
品
の
数
量
、
⑪
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
そ

の
内
容
、
⑫
解
除
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
場
合
は
そ
の
内
容
、
⑬
そ
の
他
の
特
約
︵
⑥
以
下
は
施
行
規
則
に
よ
る
︶
。

⑶

不
実
告
知
、
故
意
の
事
実
不
告
知
︵
法
六
条
一
項
、
二
項
、
施
行
規
則
六
条
の
二
︶

ま
ず
、
不
実
告
知
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
主
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
商
品
や
役
務
の
種
類
、
性
能
、
品

質
、
内
容
、
効
能
、
商
標
、
製
造
者
名
、
販
売
数
量
、
必
要
数
量
、
役
務
の
効
果
、
②
価
格
や
対
価
、
③
支
払
の
時
期
や
方
法
、
④
引

渡
や
権
利
移
転
の
時
期
、
⑤
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
や
解
除
に
関
す
る
事
項
、
⑥
顧
客
が
契
約
の
締
結
を
必
要
と
す
る
事
情
に
関
す
る
事

項
、
⑦
そ
の
他
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
︵
①
の
効
能
以
下
は
施
行
規
則
に
よ
る
︶
。

以
上
の
①
か
ら
⑤
に
つ
い
て
は
、
故
意
の
事
実
不
告
知
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

⑷

契
約
を
締
結
さ
せ
、
ま
た
は
撤
回
も
し
く
は
解
除
を
妨
げ
る
た
め
の
威
迫
に
よ
る
困
惑
の
禁
止
︵
法
六
条
三
項
︶

⑸

勧
誘
目
的
を
秘
匿
し
て
営
業
所
以
外
の
場
所
で
消
費
者
を
呼
び
止
め
、
公
衆
の
出
入
り
し
な
い
場
所
で
勧
誘
す
る
こ
と
の
禁
止

︵
法
六
条
四
項
︶

⑹

そ
の
他
改
善
指
示
の
対
象
と
な
る
行
為
︵
法
七
条
、
施
行
規
則
六
条
の
三
、
同
七
条
︶

そ
の
他
の
不
当
な
勧
誘
行
為
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
①
法
六
条
一
項
一
号
か
ら
五
号
以
外
で
顧
客
の
判
断

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
の
故
意
の
事
実
不
告
知
、
②
過
量
販
売
、
③
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
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で
の
勧
誘
、
④
老
人
そ
の
他
の
者
の
判
断
力
の
不
足
に
乗
じ
る
行
為
、
⑤
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
て
不
適
当
な

勧
誘
を
行
う
こ
と
、
⑥
契
約
書
面
に
年
齢
、
職
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
、
⑦
生
命
保
険
契
約
等
の
被

保
険
者
と
な
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
契
約
書
面
や
申
込
書
面
に
署
名
ま
た
は
押
印
を
さ
せ
る
こ
と
、
⑧
公
共
の
場

所
で
顧
客
の
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
り
、
つ
き
ま
と
う
こ
と
、
⑨
消
耗
品
を
消
費
さ
せ
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
妨
害
す
る
こ
と
︵
②

の
一
部
お
よ
び
③
以
下
は
施
行
規
則
に
よ
る
︶
。

二

特
定
商
取
引
法
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
概
要

⑴

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
権
、
取
消
権

ま
ず
消
費
者
個
人
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
権
︵
九
条
︶
や
過
量
販
売
の
場
合
の
解
除
権
︵
九
条
の
二
︶
の
ほ
か
、
不
実
告
知
・
故

意
の
事
実
不
告
知
の
場
合
に
は
、
意
思
表
示
の
取
消
権
︵
九
条
の
三
︶
が
与
え
ら
れ
る
。

消
費
者
契
約
法
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
よ
る
取
消
権
と
比
較
す
る
と
、
と
く
に
①
先
行
行
為
を
必
要
と
せ
ず
に
故
意
の
不
実
告
知

を
一
般
的
に
取
消
し
の
対
象
と
し
た
点
、
②
顧
客
が
契
約
締
結
を
必
要
と
す
る
事
情
、
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
も
の
に

関
す
る
不
実
告
知
を
取
消
し
の
対
象
に
加
え
た
点
に
お
い
て
、
特
定
商
取
引
法
に
よ
る
取
消
権
は
、
消
費
者
契
約
法
に
よ
る
規
制
を
拡

充
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

(

)

れ
る
。

133

⑵

適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権

適
格
消
費
者
団
体
︵
消
費
者
契
約
法
二
条
四
項
︶
は
、
業
者
が
不
特
定
多
数
の
者
に
対
し
て
、
不
実
告
知
、
故
意
の
事
実
不
告
知
、

威
迫
に
よ
る
困
惑
、
九
条
八
項
に
反
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
制
限
す
る
特
約
、
一
〇
条
の
制
限
に
反
し
た
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
額

や
違
約
金
の
定
め
を
現
に
行
い
ま
た
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
行
為
の
停
止
や
予
防
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
︵
五
八
条
の
四
︶
。
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ド
イ
ツ
法
と
比
較
す
る
と
、
一
で
み
た
行
為
規
制
の
う
ち
、
差
止
請
求
権
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
り
、

消
費
者
個
人
に
取
消
権
等
の
権
利
の
発
生
が
観
念
で
き
た
り
、
特
約
が
無
効
と
さ
れ
る
︵
あ
る
い
は
効
力
が
制
限
さ
れ
る
︶
も
の
に
限
ら

れ
て
お
り
、
行
政
処
分
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
主
要
部
分
を
担
っ
て
い
る
。

⑶

行

政

処

分

一
で
み
た
行
為
規
制
に
違
反
し
た
事
業
者
に
対
し
て
は
、
改
善
指
示
︵
法
七
条
︶
、
業
務
停
止
命
令
︵
法
八
条
︶
の
行
政
処
分
が
行
わ

れ
る
。

⑷

罰

則

一
で
み
た
行
為
規
制
の
う
ち
、
申
込
書
面
・
契
約
書
面
の
交
付
義
務
違
反
︵
法
四
条
、
五
条
︶
、
禁
止
行
為
違
反
︵
法
六
条
︶
に
つ
い

て
は
直
接
の
罰
則
規
定
が
あ
る
が
︵
法
七
〇
条
、
七
〇
条
の
三
、
七
二
条
一
項
一
号
、
七
四
条
︶
、
そ
の
他
の
行
為
規
制
に
つ
い
て
は
、
ま

ず
行
政
処
分
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
事
業
者
が
当
該
行
政
処
分
に
違
反
し
た
場
合
に
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
と
い
う
二
段
階
方
式
が
採
用

さ
れ
て
い
る
︵
法
七
〇
条
の
二
、
七
二
条
一
項
二
号
、
七
四
条
︶
。

三

若
干
の
検
討
︱
︱
消
費
者
の
決
定
自
由
の
重
層
的
保
護
と
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
の
拡
張
に
つ
い
て

⑴

適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
に
つ
い
て

⒜

上
記
一
⑵
で
見
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
特
定
商
取
引
法
は
詳
細
な
行
為
規
制
を
定
め
る
一
方
で
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差

止
請
求
権
の
対
象
と
な
る
も
の
は
限
定
的
で
あ
り
、
行
政
処
分
が
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
法
で
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い

が
、
平
均
的
消
費
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
に
足
り
る
も
の
と
し
て
、
な
お
除
去
や
差
止
め
の
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
義
務
群
と
が

区
別
さ
れ
、
両
者
が
重
層
的
な
保
護
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
消
費
者
個
人
に
取
消
権
等
の
権
利
の
発
生
が
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観
念
で
き
た
り
、
特
約
が
無
効
と
さ
れ
る
︵
あ
る
い
は
効
力
が
制
限
さ
れ
る
︶
も
の
だ
け
が
差
止
請
求
権
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
差
止
対
象
行
為
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
①
特
定
商
取
引
法
上
の
行
政
規
制
等
の
各
条
項
に
規
定
さ
れ
る
規
範
に
抵
触
す
る
行
為

で
あ
っ
て
、
②
そ
の
行
為
に
よ
り
個
々
の
消
費
者
に
取
消
権
等
の
民
事
上
の
権
利
発
生
が
観
念
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
③
そ
の
行
為
を

集
団
的
・
一
般
的
に
停
止
・
予
防
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
を
基
準
と
し
た
、
と
の
説
明
が
行
わ
れ
て

(

)

い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

134

の
沿
革
は
、
二
〇
〇
六
年
の
消
費
者
契
約
法
改
正
に
お
い
て
、
差
止
め
の
対
象
に
不
当
勧
誘
行
為
を
加
え
る
に
際
し
て
、
消
費
者
個
人

の
法
的
救
済
と
差
止
請
求
権
の
要
件
を
接
合
さ
せ
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
個
人
レ
ベ
ル
で
の
決
定
自
由
の
侵
害
が
ま
ず
必
要

で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
不
当
勧
誘
行
為
が
反
復
継
続
し
た
場
合
に
は
、
消
費
者
全
体
の
利
益
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
差
止
め
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
た

(

)

こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対

135

し
て
は
、
す
で
に
、
消
費
者
個
人
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
差
止
請
求
権
の
要
件
を
接
合
さ
せ
る
必
然
性
は
な
い
と
の
主
張
が

(

)

あ
る
。
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
、
差
止
対
象
行
為
を
、
消
費
者
個
人
に
法
的
救
済
が
与
え
ら
れ
る
場
合
よ
り
も
広
い
も
の
と
す
る

136
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
並
べ

て
、
事
業
者
の
取
引
行
為
が
有
す
る
乗
数
効
果
を
根
拠
に
、
平
均
的
消
費
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
つ
い

て
、
よ
り
高
度
の
義
務
を
設
定
し
、
そ
の
よ
う
な
義
務
の
違
反
に
対
し
て
は
、
消
費
者
個
人
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
︱
︱
し
た
が
っ

て
、
そ
の
違
反
は
個
別
取
引
の
効
力
に
直
接
に
は
影
響
し
な
い
︱
︱
も
の
の
、
な
お
除
去
や
差
止
め
の
措
置
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

り
、
消
費
者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
お
よ
び
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
、
さ
ら
に
は
市
場
秩
序
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
と
比
べ
る
と
、
わ
が
国
で
は
事
業
者
の
行
為
の
乗
数
効
果
の
考
慮
が
弱
く
、
適
格
消
費
者
団
体
の
機
能
も
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
行
政
処
分
対
象
行
為
は
、
消
費
者
個
人
に
救
済
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
義
務
群
の
基
準

よ
り
も
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
乗
数
効
果
を
根
拠
と
し
た
消
費
者
利
益
の
よ
り
高
度
の
保
護
あ
る
い
は
市
場
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秩
序
の
維
持
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
で
は
そ
の
役
割
は
主
に
行
政
が
果
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
点
で
、
こ
の
分
野
で
の
行
政
の
役
割
の
小
さ
い
ド
イ
ツ
と
は
状
況
が
異
な
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
行
政
と
並
行
的

に
、
こ
う
し
た
乗
数
効
果
を
根
拠
と
し
た
消
費
者
利
益
の
よ
り
強
い
保
護
あ
る
い
は
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
役
割
を
消
費
者
団
体

に
認
め
る
こ
と
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
な
お
可
能
で
あ
る
し
、
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
①
近
時
、
特
定
商
取
引
法
違
反
に
基
づ
く
処
分
件
数
は
か
つ
て
に
比
べ
て
増
加
し
て
い
る
も

(

)

の
の
、
す
べ
て
の
違
法
行

137

為
を
行
政
規
制
で
監
視
す
る
こ
と
に
は
人
的
お
よ
び
物
的
限
界
が
あ
る
た
め
、
対
応
は
か
な
り
悪
質
な
事
案
や
あ
る
程
度
広
範
な
被
害

が
出
た
事
例
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
消
費
者
団
体
は
よ
り
消
費
者
に
近
い
と
こ
ろ
で
情
報
収
集
を
行
っ
て
お
り
、

広
く
か
つ
迅
速
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
③
現
在
、
消
費
者
団
体
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
消
費
者
に
個
別
的
救
済
が
与
え

ら
れ
る
べ
き
行
為
が
反
復
継
続
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
の
差
止
め
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
予
防
的
措
置
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
限
定
的
な
が
ら
、
消
費
者
の
諸
利
益
の
保
護
に
加
え
て
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
の
市
場
秩
序
の
監
視
者
と

し
て
の
役
割
が
消
費
者
団
体
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
④
不
当
条
項
使
用
に
対
す
る
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権

の
許
容
性
の
検
討
に
関
し
て
、
消
費
者
団
体
が
消
費
者
の
視
点
に
立
っ
た
市
場
の
監
視
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
い
う
観
点
も
主
張

さ
れ
て

(

)

お
り
、
そ
の
よ
う
な
役
割
は
不
当
勧
誘
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
ま
た
、
⑤
私
的
団
体
に
す
ぎ
な
い
消
費
者
団
体
が
、
消
費
者

138

利
益
の
保
護
に
加
え
て
、
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
う
公
共
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
濫
訴
の
お
そ
れ
が
な
い
か
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
適
格
性
の
認
定
の
段
階
で
組
織
や
活
動
実
績
な
ど
を
も
と
に
判
断
し
た
り
、
そ
の
後
の
活
動
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で

も
対
応
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
⑥
個
別
当
事
者
を
基
準
と
し
た
個
別
具
体
的
保
護
と
、
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
集
団
的
一
般

的
保
護
に
よ
る
消
費
者
の
決
定
自
由
の
重
層
的
保
護
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
理

由
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
消
費
者
個
人
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
差
止
請
求
権
の
要
件
を
接
合
さ
せ

ず
に
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
な
お
差
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止
め
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
義
務
群
と
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
。
二
〇
〇
八
年
の
特
定
商
取
引
法
お
よ
び
景
品
表
示
法
へ
の
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
に
伴
う
、
消
費
者
契
約
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
付
帯
決
議
に
お
い
て
、
特
定
商
取
引
法
上
の
政
省
令
事
項
を
含
む
禁
止
行
為
を
差
止
め
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い

(

)

る
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
つ
の
義
務
群
に
よ
る
重
層
的
保
護
と
い
う
観
点
か

139

ら
、
積
極
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
(

)(

)

考
え
る
。

140

141

⒝

差
止
訴
権
の
法
律
構
成
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
検
討
は
後
に
留
保
し
た
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
向
で
考

え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
と
し
て
の
消
費
者
は
、
公
正
な
取
引
環
境
に
対
し
て
固
有
の
利
益
を
も
ち
、
こ
れ
が
害
さ
れ
た
場
合
に

は
、
こ
の
固
有
の
利
益
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
で
あ
る
と
し
て
抽
象
的
な
差
止
請
求
権
を
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
集
団
と
し
て
の
消
費

者
の
利
益
の
保
護
を
実
現
す
る
た
め
に
、
法
律
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
消
費
者
団
体
に
、
実
体
法
上
の
差
止
請
求
権
︵
お
よ
び

そ
れ
に
基
づ
く
提
訴
権
︶
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
利
益
の
帰
属
主
体
と
差
止
請
求
権
の
帰
属
主
体
が
異
な
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
法
規
定
に
よ
っ
て
、
適
格
消
費
者
団
体
へ
の
差
止
請
求
権
の
帰
属
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
事
業
者
に
課
さ
れ
る
義
務
を
高
度
化
し
、
個
別
消
費
者
の
決
定
自
由
の
侵
害
あ
る
い
は
危
殆
化

が
生
ず
る
よ
り
も
前
に
差
止
め
を
認
め
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
、
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
差
止
対
象
と
な
る
か
と
い
う
問

題
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
差
止
対
象
行
為
を
定
め
る
法
規
定
が
必
要
と
考
え
る
。
た
し
か
に
、
理
論
的
に
は
、
消
費
者
の
集

団
的
利
益
が
侵
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
に
差
止
請
求
権
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
消
費
者
の
集
団
的
利
益
の
侵
害
の
危
険

︵
公
正
な
取
引
環
境
の
悪
化
︶
と
い
っ
て
も
そ
の
外
延
は
極
め
て
不
明
確
だ
か
ら
で

(

)

あ
る
。

142

⑵

具
体
的
な
対
象
行
為
に
つ
い
て

⒜

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
二
点
を
指
摘
し
た
い
。
一
で
見
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
特
定
商
取
引
法
は
、
省
令
も
含

め
て
み
る
と
、
実
際
に
発
生
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
も
と
に
、
か
な
り
詳
細
な
行
為
規
制
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
説
明
義
務
に
関
し
て
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は
、
申
込
書
面
・
契
約
書
面
の
交
付
義
務
は
あ
る
も
の
の
、
故
意
の
説
明
義
務
違
反
︵
事
実
不
告
知
︶
が
問
題
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
取
消
権
付
与
の
要
件
と
し
て
は
事
業
者
の
故
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請

求
の
要
件
と
し
て
も
故
意
が
必
要
か
ど
う
か
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
観
的
要
件
を
必
要
と
せ
ず
に
、
法
六
条
一
項

一
号
か
ら
五
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
契
約
を
締
結
す
る
行
為
を
差
止
請
求
の
対
象
行
為
と
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
て
よ
い
。

⒝

ま
た
、
不
安
や
無
経
験
に
乗
じ
た
り
、
圧
迫
を
加
え
る
な
ど
の
決
定
自
由
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
形
の
勧
誘
・
交
渉
行
為
に
関

し
て
は
、
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
は
威
迫
に
よ
る
困
惑
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
消
費
者
契
約
法
に
よ
る
取
消
権
︵
お

よ
び
差
止
請
求
権
︶
の
対
象
行
為
を
不
退
去
お
よ
び
監
禁
に
限
定
し
た
の
と
同
様
、
明
確
な
構
成
要
件
が
立
て
に
く
い
た
め
に
、
取
引

が
不
安
定
に
な
る
こ
と
や
、
消
費
者
の
意
思
表
示
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
難
し
い
こ
と
、
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら

(

)

れ
る
。

143
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
も
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
二
つ
の
義
務
群
に
よ
る
重
層
的
保
護
と
い
う
観
点
が
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
、
明
確
な
構
成
要
件
が
立
て
に
く
く
、
意
思
表
示
に
瑕
疵
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
難
し
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
消
費
者
へ
の
取
消
権
の
付
与
に
対
し
て
抑
制
的
と
な
る
の
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
①
消
費
者
個
人
の
救
済
と
差
止
請
求

権
の
対
象
行
為
と
を
接
合
さ
せ
る
必
然
性
は
な
い
こ
と
、
②
消
費
者
個
人
に
取
消
権
を
付
与
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
︵
あ
る
い
は
意
思
表

示
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
い
に
く
い
︶
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
で
も
、
平
均
的
消
費
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に

つ
い
て
、
消
費
者
の
関
わ
る
取
引
の
公
正
の
た
め
に
差
止
め
を
肯
定
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
、
③
構
成
要
件
の
解
釈
に
幅
が
出
や
す

い
こ
と
に
よ
る
濫
訴
の
可
能
性
と
い
う
問
題
は
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
を
根
拠
と
す
る
不
当
条
項
の
差
止
め
に
つ
い
て
も
問
題
と
な

る
も
の
で
あ
る
し
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
の
よ
う
に
、
例
示
構
成
要
件
と
と
も
に
判
断
の
枠
組
み
や
要
素
を
挙
げ
る
と
い
う
形
で
の

対
応
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
④
逆
に
構
成
要
件
が
厳
格
す
ぎ
る
と
、
判
断
の
硬
直
化
を
招
き
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
市
場
秩
序
の
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維
持
が
図
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
決
定
自
由
の
直
接
的
な
侵
害
に
関
し
て
も
、
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
い

が
、
な
お
差
止
め
を
認
め
る
べ
き
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
義
務
群
を
設
定
し
、
強
迫
に
よ
る
取
消
権
や
不
法
行
為
、
不
退
去
や

監
禁
に
よ
る
取
消
権
と
並
べ
て
、
重
層
的
な
保
護
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
特
定
商
取
引

法
施
行
規
則
七
条
が
定
め
る
禁
止
行
為
︵
一
⑹
③
④
⑧
な
ど
︶
を
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
と
す
る
こ
と

が
検
討
さ
れ
て
よ
い
。

決
定
自
由
を
直
接
的
に
歪
め
る
形
の
決
定
自
由
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
差
止
め
の
対
象
が
特
定
し
に
く
い
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
種
類
の
勧
誘
が
組
織
的
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
勧
誘
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
定
型
的
な
手
法
が
用
い
ら
れ
る
場

合
が
多
く
、
そ
う
し
た
供
用
物
の
廃
棄
を
差
止
め
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
(

)(

)

で
あ
る
。

144

145

以
上
で
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
消
費
者
の
決
定
自
由
の
保
護
お
よ
び
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
の
検
討
を

ひ
と
ま
ず
終
え
る
こ
と
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
法
は
、
個
別
当
事
者
を
基
準
と
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
個
別
的
具
体
的
保
護
と
、

平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
た
集
団
的
一
般
的
保
護
に
よ
り
、
消
費
者
の
決
定
自
由
を
重
層
的
に
保
護
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
並
ん
で
、
事
業
者
の
取
引
行
為
が
有
す
る
乗
数
効

果
を
根
拠
に
、
平
均
的
消
費
者
の
決
定
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
よ
り
高
度
の
義
務
群
を
観
念
し
、
そ
の
よ

う
な
義
務
の
違
反
に
対
し
て
は
、
消
費
者
個
人
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
な
お
除
去
や
差
止
め
、
さ
ら
に
は
利
益
剝
奪
請
求

と
い
っ
た
措
置
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
り
、
個
別
消
費
者
の
決
定
自
由
侵
害
の
事
前
的
予
防
や
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
、
さ
ら
に
は
市
場

秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
と
同
様
に
、
わ
が
国
で
も
、
消
費
者
個
人
の
救
済
手
段
と
差
止
請
求
権
の
要
件
を
接

合
さ
せ
ず
に
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
消
費
者
個
人
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
べ
き
レ
ベ
ル
の
義
務
群
と
、
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、

な
お
差
止
め
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
義
務
群
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
個
人
が
私
法
上
の
権
利
を
も
た

立教法学 第 82 号（2011)

326



な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
の
対
象
行
為
と
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
、
わ
が
国
で
は
、
と
り
わ

け
市
場
秩
序
の
維
持
と
い
う
公
共
的
役
割
は
行
政
が
担
っ
て
い
る
が
、
適
格
消
費
者
団
体
も
ま
た
、
行
政
と
協
力
し
て
、
消
費
者
保
護

の
担
い
手
と
し
て
の
役
割
と
と
も
に
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
市
場
秩
序
を
維
持
す
る
役
割
を
も
担
い
う
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。
こ

の
よ
う
に
平
均
的
消
費
者
を
基
準
と
し
て
差
止
対
象
行
為
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
消
費
者
個
人
に
救
済
手
段
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
義
務

群
と
協
働

(

)

し
て
、
消
費
者
取
引
に
お
け
る
自
己
決
定
基
盤
整
備
の
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
保
護
は
、
市
場
の
信
頼
を
高

146

め
、
消
費
者
取
引
の
活
発
化
に
も
つ
な
が
る
だ

(

)

ろ
う
。
ま
た
、
適
格
消
費
者
団
体
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
理
解
は
、
差
止
請
求
権
の

147

問
題
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
な
る
役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
の
可
否
、
た
と
え
ば
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度

に
お
い
て
適
格
消
費
者
団
体
に
原
告
適
格
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
や
、
そ
の
際
の
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
要
件
の
問
題
を
検

討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
の
主
張
は
、
行
政
的
規
制
の
縮
小
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
よ
り
監
視
の
目
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
水
準
で
の
消
費
者
保
護
お
よ
び
市
場
秩
序
の
維
持
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

適
格
消
費
者
団
体
が
担
い
う
る
役
割
は
、
消
費
者
取
引
に
お
け
る
市
場
秩
序
の
維
持
に
限
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
対
象
と
し
な
か
っ

た
が
、
金
融
取
引
に
つ
い
て
も
、
適
格
消
費
者
団
体
が
、
消
費
者
の
保
護
と
合
わ
せ
て
、
︵
消
費
者
の
行
う
取
引
に
関
す
る
範
囲
で
の
︶

金
融
シ
ス
テ
ム
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
保
護
を
も
担
う
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
金
融
商
品
取
引
法
三
八
条
の

禁
止
行
為
の
中
に
も
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
を
認
め
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
期
し
た
い
。

さ
ら
に
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
考
え
方
は
、
近
時
議
論
に
な
っ
て
い
る
﹁
公
共
性
の
担
い
手
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
従
来
、
取
引
秩
序
の
維
持
は
主
に
行
政
が
担
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
本
稿
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
れ
を
、
行
政
と
並
立
的

に
、
適
格
消
費
者
団
体
に
も
担
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
義
の
公
共
に
関
わ
る
。
こ
の
問
題
を
、
公
共
性
の
担
い
手
と
い
う
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観
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
と
の
機
能
分
担
や
協
力
の
あ
り
方
、
適
格
認
定
の
要
件
、
差
止
対
象
行
為
の
選
定
な
ど
の

問
題
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
今
後
の
議
論
の
深
ま
り
を
期
待
し
た
い
。

︵

︶

迷
惑
メ
ー
ル
規
制
に
関
し
て
は
、
宗
田
・
前
掲
書
注
︵

︶、
同
﹁
不
招
請
勧
誘
規
制
の
再
構
築
︱
︱
迷
惑
メ
ー
ル
規
制
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
慶
應
義
塾
大
学
法

132

89

学
部
編
﹃
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集

慶
應
の
法
律
学

民
事
法
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
二
〇
〇
八
年
︶
三
四
一
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。

︵

︶

山
本
敬
三
﹃
民
法
講
義
Ⅰ

総
則
︹
第
二
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
︶
二
六
四
頁
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
﹃
消
費
者
法
講
義

第
三
版
﹄︵
日
本
評
論
社
、

133
二
〇
〇
九
年
︶
一
六
五
頁
以
下
︹
村
千
鶴
子
︺。

︵

︶

消
費
者
庁
取
引
・
物
価
対
策
課
・
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
消
費
経
済
政
策
課
編
﹃
平
成
二
一
年
版

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
解
説
﹄
三
四
六
頁
︵
商

134
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
︶。
加
納
克
利
・
佐
久
間
正
哉
・
安
井
正
也
﹁
法
令
解
説

景
品
表
示
法
と
特
定
商
取
引
法
に
も
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
を
導
入
﹂
時
の
法
令
一

八
一
四
号
三
二
頁
以
下
︵
二
〇
〇
八
年
︶
も
参
照
。

︵

︶

角
田
美
穂
子
﹁
消
費
者
団
体
の
差
止
請
求
権
と
民
事
ル
ー
ル
﹂
川
井
健
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
﹃
取
引
法
の
変
容
と
新
た
な
展
開
﹄
二
六
七
頁
︵
日

135
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
︶。
個
々
の
消
費
者
に
民
事
上
の
権
利
が
発
生
し
う
る
こ
と
を
、
差
止
対
象
行
為
の
違
法
性
の
根
拠
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本

文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
後
者
を
別
個
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

︵

︶

鹿
野
菜
穂
子
﹁
消
費
者
団
体
訴
訟
の
立
法
的
課
題
︱
︱
団
体
訴
権
の
内
容
を
中
心
に
﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
〇
号
六
三
頁
︵
二
〇
〇
四
年
︶、
三
木
浩
一
・
上
原
敏
夫
・
大

136
村
多
聞
・
加
納
克
利
・
野
々
山
宏
・
山
本
豊
﹁
座
談
会
・
消
費
者
団
体
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
〇
号
四
七
頁
︹
山
本
発
言
︺︵
二
〇
〇
六
年
︶、
角

田
・
前
掲
注
︵

︶
二
六
六
頁
以
下
。

135

︵

︶

消
費
者
庁
﹁
特
定
商
取
引
法
違
反
に
基
づ
く
処
分
件
数
の
推
移
﹂︵
h
ttp
://w
w
w
.caa.g
o.jp
/trad
e/p
d
f/100705k
ou
h
y
ou
.p
d
f︶
を
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二

137
〇
〇
七
年
以
降
、
年
間
処
分
件
数
が
一
〇
〇
件
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
二
〇
〇
七
年
︱
一
八
〇
件
、
二
〇
〇
八
年
︱
一
四
一
件
、
二
〇
〇
九
年
︱
一
三
八
件
、
二

〇
一
〇
年
上
半
期
︱
二
一
件
︶。

︵

︶

鹿
野
菜
穂
子
﹁
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
訴
訟
の
根
拠
お
よ
び
要
件
に
つ
い
て
﹂
立
命
館
法
学
二
九
二
号
一
七
八
一
頁
︵
二
〇
〇
三
年
︶
は
、﹁
消
費
者
団
体
に
は
、

138
消
費
者
の
教
育
・
啓
発
、
情
報
発
信
、
被
害
救
済
の
支
援
な
ど
の
役
割
と
並
ん
で
、
消
費
者
の
視
点
に
立
っ
た
市
場
の
監
視
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
こ
の
役
割
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
消
費
者
団
体
に
実
体
法
上
の
差
止
請
求
権
お
よ
び
提
訴
権
を
、
法
律
に
よ
っ
て
付
与
す
る

の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
。
鹿
野
・
前
掲
注
︵

︶
五
九
頁
以
下
も
参
照
。
ま
た
、
松
本
恒
雄
・
上
原
敏
夫
﹃
Ｑ
＆
Ａ
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
﹄
三
頁
以
下
︵
三
省
堂
、

136

二
〇
〇
七
年
︶
も
、
消
費
者
団
体
に
よ
る
公
益
実
現
機
能
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

︵

︶

消
費
者
庁
企
画
課
編
﹃
逐
条
解
説

消
費
者
契
約
法
︹
第
二
版
︺﹄
六
七
六
頁
以
下
︵
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
︶。

139
︵

︶

当
然
な
が
ら
、
行
政
規
制
の
た
め
の
禁
止
規
定
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
流
用
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
差
止
請
求
に
合
わ
せ
て
要
件
の
整
備
を
す
べ
き
部
分
は

140
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あ
ろ
う
。

︵

︶

わ
が
国
で
は
消
費
者
契
約
法
や
特
定
商
取
引
法
に
よ
る
取
消
権
が
認
め
ら
れ
、
詐
欺
・
強
迫
規
定
︵
民
法
九
五
条
︶
の
厳
格
さ
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ド
イ

141
ツ
法
に
お
け
る
よ
り
も
取
消
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
広
く
な
っ
て
お
り
、
消
費
者
個
人
の
救
済
手
段
と
差
止
請
求
権
の
要
件
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
不
都
合
は

い
く
ら
か
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
別
消
費
者
の
取
消
権
の
過
度
の
拡
張
は
取
引
の
不
安
定
を
招
く
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
要
件
を
接
合
さ
せ
る
考
え
方
に
は

限
界
が
あ
る
。

︵

︶

差
止
請
求
権
の
法
的
性
質
や
原
告
適
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
優
れ
た
先
行
研
究
が
多
数
存
在
す
る
。
主
要
な
も
の
と
し
て
、
上
原
敏
夫
﹃
団
体
訴
訟
・
ク
ラ
ス
ア
ク

142
シ
ョ
ン
の
研
究
﹄︵
商
事
法
務
、
二
〇
〇
一
年
︶、
高
田
昌
宏
﹁
消
費
者
団
体
の
原
告
適
格
︱
︱
西
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
上
の
消
費
者
団
体
訴
訟
の
理
論
的
展
開
を

手
掛
か
り
と
し
て
﹂
早
稲
田
法
学
六
一
巻
二
号
七
七
頁
以
下
︵
一
九
八
五
年
︶、
総
合
研
究
開
発
機
構
＝
高
橋
宏
志
共
編
﹃
差
止
請
求
権
の
基
本
構
造
﹄
一
一
一
頁
以
下

︹
森
田
修
︺、
一
三
三
頁
以
下
︹
高
田
昌
宏
︺︵
商
事
法
務
、
二
〇
〇
一
年
︶、
鹿
野
・
前
掲
注
︵

︶
一
七
七
五
頁
以
下
、
山
本
豊
﹁
消
費
者
契
約
法
を
め
ぐ
る
論
点

138

︱
︱
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
導
入
へ
の
期
待
︱
︱
﹂
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
〇
五
年
一
一
月
号
二
二
頁
︵
二
〇
〇
五
年
︶、
宗
田
貴
行
﹃
団
体
訴
訟
の
新
展
開
﹄︵
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
︶、
高
田
・
前
掲
書
注
︵

︶
三
五
頁
以
下
、
高
田
昌
宏
﹁
消
費
者
団
体
訴
訟
の
法
的
構
造
に
関
す
る
一
考
察
︵
�
︶﹂
大
阪
市
立
大
学

50

法
学
雑
誌
五
五
巻
三
・
四
号
八
九
九
頁
︵
二
〇
〇
九
年
︶
な
ど
を
参
照
。

︵

︶

前
掲
注
︵

︶﹃
逐
条
解
説

消
費
者
契
約
法
﹄
二
〇
頁
を
参
照
。

143

139

︵

︶

誤
認
惹
起
行
為
も
含
む
一
般
的
な
記
述
だ
が
、
前
掲
注
︵

︶﹃
逐
条
解
説

消
費
者
契
約
法
﹄
二
四
〇
頁
、
三
木
浩
一
﹁
消
費
者
団
体
訴
訟
の
立
法
的
課
題
︱
︱

144

139

手
続
法
の
観
点
か
ら
﹂
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
〇
号
四
八
頁
︵
二
〇
〇
四
年
︶
も
参
照
。

︵

︶

利
益
剥
奪
請
求
権
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
補
足
し
て
お
く
。
第
二
章
四
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
〇
条
に
定
め
る
利
益
剥
奪
請
求
権
の
法
的
性
質
は
、
競
争
事

145
業
者
あ
る
い
は
消
費
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
︵
な
い
し
そ
の
集
団
的
行
使
︶
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
行
使
に
当
た
っ
て
、
競
争
事
業
者
あ
る

い
は
消
費
者
の
損
害
の
発
生
は
要
件
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
剥
奪
さ
れ
る
利
益
の
算
定
は
損
害
と
は
関
係
が
な
い
上
に
、
そ
も
そ
も
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三
条
お
よ
び
七
条
の
違
反
は

消
費
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
利
益
剥
奪
請
求
権
は
、
競
争
事
業
者
や
消
費
者
に
生
じ
た
損
失
を
埋
め
合
わ
せ
る

た
め
の
も
の
で
も
な
い
の
で
、
不
当
利
得
の
性
質
も
持
た
な
い
。
結
局
、
利
益
剥
奪
請
求
権
は
、
競
争
事
業
者
や
消
費
者
の
損
害
や
損
失
と
は
無
関
係
に
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
三

条
お
よ
び
七
条
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

近
時
わ
が
国
で
も
、
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
と
の
関
連
で
、
損
害
賠
償
を
さ
せ
た
上
で
な
お
企
業
に
残
る
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る
た
め
に
、
集
団
的
消
費
者
被

害
救
済
制
度
研
究
会
の
提
案
す
る
行
政
に
よ
る
経
済
的
不
利
益
賦
課
制
度
︵
後
掲
報
告
書
四
四
頁
以
下
︶
と
並
べ
て
、
利
益
剥
奪
請
求
制
度
の
導
入
が
一
部
で
主
張
さ

れ
て
い
る
︵
鹿
野
菜
穂
子
﹁
集
団
的
消
費
者
被
害
の
救
済
制
度
と
民
事
実
体
法
上
の
問
題
点
﹂
現
代
消
費
者
法
第
八
号
二
四
頁
以
下
︹
二
〇
一
〇
年
︺︶。
し
か
し
、
こ

れ
に
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
Ｕ
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
は
、
集
団
的
な
損
害
賠
償
制
度
が
な
い
︵
そ
も
そ
も
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
違
反
は
消
費
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
基
礎
づ
け
な

い
︶
た
め
、
利
益
剥
奪
請
求
制
度
が
、
事
業
者
の
﹁
や
り
得
﹂
を
防
ぐ
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
集
団
的
消
費
者
被
害

救
済
制
度
で
は
、
集
団
的
な
損
害
賠
償
請
求
制
度
の
構
築
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
利
益
剥
奪
請
求
制
度
は
、
集
団
的
損
害
賠
償
請
求
制
度
が
機
能
し
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な
い
場
面
の
た
め
の
制
度
、
な
い
し
損
害
を
賠
償
さ
せ
た
う
え
に
な
お
何
ら
か
の
出
捐
を
さ
せ
る
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
利
益
剥
奪
請
求
が
認

め
ら
れ
る
要
件
は
厳
格
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
違
い
か
ら
は
、
わ
が
国
で
は
さ
ら
に
厳
格
な
要
件
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
悪
質
な
事
業

者
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
調
査
権
限
︵
特
定
商
取
引
法
六
六
条
を
参
照
︶
を
有
す
る
行
政
庁
の
方
が
適
切
な
対
応
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、

本
文
で
述
べ
た
差
止
請
求
の
場
合
と
異
な
り
、
消
費
者
団
体
に
よ
る
相
互
補
完
を
認
め
る
べ
き
ほ
ど
の
事
件
数
に
な
る
か
ど
う
か
は
疑
問
も
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
利
益
剥
奪
請
求
制
度
が
制
裁
的
色
彩
を
有
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
高
田
・
前
掲
書
注
︵

︶
五
七
頁
以
下
︶。
ド

50

イ
ツ
に
は
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
執
行
に
お
け
る
行
政
の
役
割
が
小
さ
い
た
め
、
消
費
者
団
体
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
必
要
性
も
理
解
で
き
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
す
で

に
特
定
商
取
引
法
な
ど
に
お
い
て
消
費
者
庁
に
よ
る
行
政
的
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、
消
費
者
団
体
の
よ
う
な
私
的
団
体
に
、
こ
の
よ
う
な
制
裁
的
色
彩
を
有
す
る
制

度
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
必
要
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
、
ド
イ
ツ
以
上
に
深
く
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
に
つ
い
て
は
、﹁
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
﹂
報
告
書
︵
二
〇
一
〇
年
。
h
ttp
:/
/
w
w
w
.ca
a.g
o.jp
/
p
la
n
n
in
g
/
in
d
e
x
.

h
tm
l#
m
0
1-1︶
の
ほ
か
、
鈴
木
敦
士
﹁
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
報
告
書
の
概
要
﹂
金
融
法
務
事
情
一
九
〇
七
号
六
二
頁
以
下
︵
二
〇
一
〇
年
︶、
現
代

消
費
者
法
第
八
号
︵
二
〇
一
〇
年
︶
四
頁
以
下
に
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
。

︵

︶

ま
た
、
差
止
対
象
行
為
の
違
反
は
、
た
だ
ち
に
詐
欺
や
強
迫
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
判
断
の
際
の
重
要
な
参
考
資

146
料
と
も
な
ろ
う
。

︵

︶

本
文
で
は
特
定
商
取
引
法
の
訪
問
販
売
に
関
す
る
規
制
を
例
に
検
討
し
た
が
、
事
業
者
の
取
引
方
法
に
対
す
る
規
制
が
取
引
の
態
様
や
目
的
物
ご
と
に
行
わ
れ
る

147
と
、
規
制
の
見
通
し
が
悪
く
な
る
ほ
か
、
規
制
の
漏
れ
や
不
均
衡
が
出
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
個
別
に
必
要
な
規
制
は
別
途
行
い
つ
つ
も
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
の
よ
う
に
、

不
公
正
な
取
引
行
為
と
い
う
観
点
か
ら
、
よ
り
広
く
事
業
者
の
行
為
を
規
制
で
き
る
法
律
の
制
定
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。

︹
付
記
︺
本
研
究
は
科
研
費
︵
20730077︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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